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『
夷
匪
犯
境
録
』
の
形
成
と
流
伝

岸　

本　
　

美　

緒

は
じ
め
に

ア
ヘ
ン
戦
争
情
報
の
日
本
で
の
普
及
に
際
し
て
、
丹
後
田
辺
藩
士
嶺
田
楓
江
の
刊
行
し
た
絵
入
り
読
み
物
『
海
外
新
話
』（
嘉
永
二
年
・

一
八
四
九
刊
）
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る）

1
（

。
同
書
の
例
言
に
は

此
編
ノ
記
事
、
之
ヲ
夷
匪
犯
疆
録
ニ
原
ヅ
ク
。
然
レ
ド
モ
犯
疆
録
ノ
一
書
、
南
北
諸
省
ノ
将
士
奏
議
策
論
及
ヒ
戦
闘
間
目
撃
ノ
記
、
得
ル

ニ
従
ヒ
雑
集
シ
テ
編
ヲ
為
ス
モ
ノ
ナ
リ
、
依
テ
年
月
時
日
ノ
次
序
ニ
至
テ
ハ
、
侵
犯
事
略
ニ
拠
リ
、
猶
又
謬
誤
ア
ル
者
ハ
、
他
書
ニ
就
テ

改
正
ス

と
あ
っ
て
、
同
書
の
藍
本
と
し
て
『
夷
匪
犯
疆
録
』
と
い
う
書
物
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
『
夷
匪
犯
疆
録
』
は
、
幕
末
の
日
本
に
お
い
て
写
本
と
し
て
か
な
り
広
ま
っ
て
い
た
も
の
で
、
ざ
っ
と
調
べ
た
だ
け
で
も
、
日
本
国
内

の
図
書
館
に
三
〇
点
余
り
の
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︻
附
表
１
︼、
ま
た
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
は
、
日
向
高
鍋
藩
明
倫
堂
か
ら
木
活

字
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
高
鍋
藩
活
字
本
の
題
名
は
『
夷
匪
犯
境
聞
見
録
』
で
あ
る
が
、
写
本
の
題
名
は
、︻
附
表
１
︼
に
み
ら
れ
る
通
り
、

『
夷
匪
犯
境
録
』、『
夷
匪
犯
疆
録
』、『
夷
匪
犯
疆
見
聞
録
』
な
ど
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
、『
夷
匪
犯
境
録
』

と
い
う
題
で
こ
れ
ら
の
諸
写
本
・
刊
本
を
総
称
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
現
在
で
は
、
写
本
・
活
字
本
と
も
影
印
版
が
、
長
澤
規
矩
也
解
題
「
和
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刻
本
明
清
資
料
集
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
集
・
第
二
集
に
収
録
さ
れ
て
汲
古
書
院
か
ら
一
九
七
四
年
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、
簡
単
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

本
書
の
内
容
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
関
す
る
漢
文
の
公
文
書
や
見
聞
情
報
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
も
と
と
な
る
記
録
が
中
国
で
作
ら

れ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
中
国
に
お
い
て
は
本
書
の
写
本
・
刊
本
の
作
成
・
流
通
の
形
跡
は
な
く
、
現
在
中
国
に
存
在
す
る
『
夷
匪
犯
境

録
』
は
、
知
ら
れ
る
限
り
す
べ
て
日
本
で
作
ら
れ
た
写
本
或
い
は
刊
本
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
も
、
本
書
の
存
在
は
阿
英
・
鄭
振
鐸
・
栄
孟

源
な
ど
若
干
の
研
究
者
に
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
部
が
『
近
代
史
史
料
』
総
九
号
（
一
九
五
六
年
二
期
）
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

全
文
の
出
版
は
、
一
九
九
五
年
に
高
鍋
藩
の
活
字
本
が
、「
中
国
公
共
図
書
館
古
籍
文
献
珍
本
彙
刊
」
の
一
つ
と
し
て
、
北
京
の
中
華
全
国
図

書
館
文
献
縮
微
複
製
中
心
か
ら
影
印
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
以
て
嚆
矢
と
す
る
。
本
書
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
史
料
と
し
て
、
い
わ
ば
日
本
か
ら
逆
輸

入
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

『
夷
匪
犯
境
録
』
に
つ
い
て
は
、
内
藤
湖
南
が
夙
に
注
目
し
、
清
朝
野
史
の
一
つ
と
し
て
『
支
那
史
学
史
』（
一
九
四
九
）
の
な
か
で
言
及
し

て
い
る
。
内
藤
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
「
日
本
に
伝
は
り
、
支
那
で
は
亡
く
な
つ
た
も
の
」
で
、「
真
に
文
書
を
寄
せ
集
め
た
や
う
な
も
の
で
、

一
定
の
著
述
の
体
裁
を
な
し
て
居
ら
ず
、
読
み
に
く
い
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
日
本
人
が
骨
折
つ
て
読
み
、
支
那
人
以
上
に
刺
戟
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
」
と
い
う）

3
（

。
そ
の
後
、
森
睦
彦
「
海
外
新
話
の
刊
行
事
情
」（
注
１
参
照
）、
増
田
渉
「『
夷
匪
犯
境
録
』
と
『
鴉
片
始
末）

4
（

』」、
及
び
栄

孟
源
「『
夷
匪
犯
境
聞
見
録
』
校
記）

5
（

」
が
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
形
成
と
流
伝
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
不
明
の
ま
ま
に

止
ま
っ
て
い
る）

6
（

。『
夷
匪
犯
境
録
』
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
史
料
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
他
書
に
見
ら
れ
な

い
情
報
を
含
む
一
方
で
不
正
確
な
記
述
も
多
く
、
な
か
な
か
扱
い
に
く
い
文
献
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
か
ら
見
れ
ば
、
本
書
の
成
立
と
流
伝
の

過
程
そ
の
も
の
が
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
情
報
の
伝
播
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
問
題
を
示
唆
し
て
く
れ
る
と
も
い
え
る
。
本
稿
で
は
、

『
夷
匪
犯
境
録
』
の
諸
記
事
の
内
容
の
当
否
に
つ
い
て
は
一
応
措
き
、（
１
）
本
書
の
も
と
に
な
る
記
録
は
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
の
か
、

（
２
）
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
か
、（
３
）
本
書
は
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
三
点
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に
つ
い
て
、
可
能
な
範
囲
で
考
察
を
試
み
た
い）

7
（

。

一　
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
基
と
な
る
記
録

１　

記
事
内
容
の
分
類

『
夷
匪
犯
境
録
』
は
、
高
鍋
藩
の
活
字
本
で
数
え
る
と
六
巻
で
計
二
五
四
葉
と
な
り
、
相
当
の
分
量
で
あ
る
が
、
嶺
田
楓
江
の
言
う
よ
う
に
、

各
種
公
文
書
や
伝
聞
情
報
を
「
得
る
に
従
い
雑
集
し
て
編
を
為
し
た
」
記
録
の
集
積
と
い
っ
た
形
式
の
も
の
で
、
序
文
や
跋
も
な
く
、
唐
突
に

始
ま
り
唐
突
に
終
わ
る
。
そ
の
内
容
一
覧
は
︻
附
表
２
︼
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
る
が
、
各
記
事
の
配
列
が
時
間
的
に
も
内
容
的
に
も
必
ず
し

も
秩
序
立
っ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
幕
末
の
漢
学
者
野
本
珵
は
本
書
に
つ
い
て
、

一
つ
の
事
件
が
異
な
る
日
付
で
出
て
い
る
も
の
、
二
つ
の
事
が
併
せ
て
一
事
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
同
じ
事
に
異
な
る
説
明
が
あ
る
も
の
、

根
拠
が
不
明
な
も
の
、
誤
り
、
偽
り
、
隠
匿
、
誇
張
、
阿
諛
、
忌
避
な
ど
、
錯
誤
混
乱
が
頻
出
し
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
頗
る
困
難

で
あ
る
（
有
一
事
兩
出
異
日
、
有
二
事
併
為
一
事
、
有
同
事
異
說
、
有
源
委
不
明
、
有
謬
誤
、
有
欺
蒙
、
有
隱
祕
、
有
誇
張
、
有
諛
說
、

有
詭
避
、
彼
此
錯
出
、
前
後
淆
雜
、
頗
難
分
明）

8
（

）

と
評
し
て
い
る
。

中
国
で
の
影
印
版
に
前
言
を
付
し
た
武
亜
民
は
、
本
書
の
内
容
を
大
略
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

記
述
の
内
容
は
一
八
四
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
軍
が
定
海
県
に
送
っ
た
戦
書
に
始
ま
り
、
一
八
四
二
年
の
『
南
京
条
約
』
で
終
わ
る
。
全
書
の

内
容
は
四
種
に
分
か
れ
る
。
一
、
清
政
府
と
イ
ギ
リ
ス
軍
と
の
間
の
相
互
交
渉
の
公
文
、
二
、
清
中
央
政
府
と
地
方
政
府
と
の
間
の
公
文
、

三
、
沿
海
及
び
戦
事
に
関
わ
る
各
省
及
び
そ
の
所
属
府
県
の
間
の
公
文
、
四
、
編
纂
者
の
直
接
の
体
験
及
び
見
聞
の
内
容
。
こ
の
う
ち
、

前
の
二
つ
は
『
鴉
片
戦
争
檔
案
史
料
』
な
ど
の
〔
既
存
の
史
料
集
の
〕
内
容
と
重
な
る
が
、
後
の
二
つ
は
他
書
に
見
ら
れ
な
い
内
容
を
多
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く
含
ん
で
い
る
。
…
…
〔
見
聞
の
書
き
方
な
ど
か
ら
見
て
〕
編
纂
者
は
、

当
時
蘇
州
に
い
た
幕
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
原
文
中
国
語）

9
（

。
角

括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。）

こ
の
四
種
の
分
類
に
従
っ
て
︻
附
表
２
︼
の
記
事
を
分
け
る
な
ら
ば
、
上
の

表
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
表
に
よ
れ
ば
、
最
も
多
数
を
占
め
る
の
は
、
第
二

種
即
ち
、
上
諭
や
上
奏
な
ど
中
央
政
府
と
地
方
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
公

文
で
あ
る
が
、
武
亜
民
が
「
他
書
に
見
ら
れ
な
い
内
容
を
多
く
含
む
」
と
す
る

第
三
種
、
第
四
種
の
記
事
も
か
な
り
多
く
、
合
計
す
れ
ば
半
数
以
上
と
な
る
。

な
お
、
本
書
に
は
、
文
字
資
料
の
み
な
ら
ず
、
公
文
に
付
随
し
て
提
出
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
彩
色
の
蒸
気
船
図
や
定
海
県
の
地
図
と
い
っ
た
絵
図
も
含
ま
れ
て

い
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
書
を
集
め
、
書
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

２　

記
録
者
の
推
定

武
亜
民
は
本
書
の
編
纂
者
を
「
当
時
蘇
州
に
い
た
幕
僚
で
あ
ろ
う
」
と
し

て
い
る
が
、
本
書
の
編
纂
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
幕
末
の
漢
学
者
も
関
心
が

あ
っ
た
よ
う
で
、
前
述
の
野
本
珵
は
既
に
『
犯
境
録
評
注
』（
安
政
六
年
・

一
八
五
九
跋
）
の
な
か
で
、
編
纂
者
を
江
蘇
巡
撫
裕
謙
の
寮
属
で
あ
ろ
う
と
推

測
し
て
い
る
。
野
本
に
よ
れ
ば
、
そ
の
幕
僚
は
、
敗
戦
に
よ
り
投
水
自
殺
し
た

表
種類 記事番号 割合
一 1、 20、 45、 52、 53、 212 2.8％
二 3、 8、 11、 17、 19、 21、 23、 27、 28、 31、 35、 36、 37、 43、 47、 49、 50、 54、 

55、 57、58、 59、 60、 62、 66、 67、 68、 69、 70、 71、 72、 73、 75、 77、 78、 84、 
85、 86、 88、 94、 104、 106、 107、 108、 109、 110、 114、 123、 124、 126、 127、 
129、 130、 131、 132、 135、 136、 147、 150、 151、 152、 155、 157、 159、 160、 
164、 165、 171、 172、 174、 177、 178、 179、 180、 182、 187、 188、 189、 191、 
192、 198、 199、 207、 210、 213、 214、 215

40.5％

三 2、 5、 12、 13、 15、 18、 22、 25、 26、 29、 30、 38、 39、 40、41、 42、 48、 51、 
63、 64、 74、 76、 79、 89、 90、 91、 92、 93、 97、 98、 99、 100、 105、 111、 
112、 113、 115、116、 119、 133、 134、 138、 139、 142、 144、 145、 148、 153、 
154、 158、 161、 162、 166、 167、 168、 169、 183、 184、 185、 186、 194、 195、 
196、 201、 202、 203、 208、 209、 211 

32.1％

四 4、 6、 7、 9、 10、 14、 16、 24、 33、 34、 56、 61、 80、 81、 82、 83、 87、 95、 
117、 118、 120、 121、 125、 128、 137、 140、 141、 143、 146、 149、 156、 163、 
170、 175、 190、 200、 204、 205、 206 

18.1％

其他 32、 44、 46、 65、 68、 96、 101、 102、 103、 173、 176、 181、 193、 197 6.5％
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裕
謙
の
志
を
哀
し
み
、
こ
の
書
を
著
し
て
そ
の
忠
憤
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
叙
述
の
順
序
な
ど
の
中
に
も
そ
の
「
微
意
を
寓
し
て
い
る
」

と
い
う
。
い
ず
れ
も
炯
眼
の
指
摘
と
い
え
よ
う
が
、
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
や
や
煩
雑
で
は
あ
る
が
、
両

氏
の
見
解
の
裏
付
け
・
補
足
を
試
み
た
い
。

（
１
）
地
点

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
収
集
記
録
が
行
わ
れ
た
地
域
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
武
亜
民
の
指
摘
す
る
通
り
、
道
光
二
一
年
秋
か
ら
二
二
年
夏

に
か
け
て
の
以
下
の
よ
う
な
記
事
（〈　

〉
内
は
︻
附
表
２
︼
の
番
号
。
以
下
同
様
）
は
、
こ
の
時
期
、
記
録
の
作
成
者
が
蘇
州
に
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る）

10
（

。

〈
一
一
七
〉
八
月
二
日）

11
（

、
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
孫
春
陽）

12
（

の
家
に
飛
脚
で
知
ら
せ
が
届
き
、〔
そ
の
速
さ
は
〕
三
日
を
限
っ
て
〔
寧
波
か
ら
〕

蘇
州
に
至
る
ほ
ど
で
、
飛
脚
代
は
銀
百
両
と
い
う
。
ま
た
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
南
濠）

13
（

の
馮
万
豊
薬
材
店
に
も
飛
脚
便
が
届
き
、〔
寧
波
に

あ
る
〕
馮
家
は
す
で
に
略
奪
に
遭
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
噂
は
い
ず
れ
も
、
鎮
海
は
す
で
に
失
陥
し
寧
波
も
激
し
く
攻
撃
さ
れ
て
い
る
と

い
う
内
容
で
、
そ
の
た
め
蘇
州
在
住
の
寧
波
人
は
、
急
い
で
帰
郷
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
情
報
を
得
た
後
は
帰
郷
し
よ
う
と
せ
ず
慟
哭
す

る
ば
か
り
の
者
も
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
南
濠
全
市
で
銀
と
銅
銭
の
兌
換
が
三
時
辰
（
六
時
間
）
に
わ
た
っ
て
停
止
さ
れ
た
。
三
日
に
は
薬

材
店
が
営
業
停
止
し
、
寧
波
人
は
一
日
中
大
恐
慌
に
陥
っ
た
。（
八
月
初
二
日
、
聞
孫
春
陽
家
到
足
信
、
甚
至
立
限
三
天
到
蘇
、
信
力
銀

一
百
兩
。
又
聞
南
濠
之
馮
萬
豐
藥
材
號
到
足
信
、
據
傳
馮
家
業
已
被
搶
、
供
（
俱
）
傳
言
、
鎮
海
已
失
、
寧
波
被
攻
甚
急
、
是
以
在
蘇
之

寧
波
人
、
或
早
回
郷
里
、
或
有
接
信
之
後
不
肯
回
里
、
惟
哭
而
已
。
是
日
南
濠
通
市
、
不
兌
銀
錢
者
有
三
個
時
辰
、
初
三
日
藥
材
行
戶
罷

市
、
一
天
寧
波
人
大
為
惶
惑
）

〈
一
四
〇
〉
一
七
日
、
乍
浦
で
長
年
営
業
し
て
い
る
蒋
姓
開
設
の
「
恒
昌
」
と
い
う
砂
糖
問
屋
が
あ
り
、
店
員
は
下
働
き
の
者
一
人
と
外

勤
の
者
一
人
が
い
た
が
、
夷
人
が
上
陸
し
て
乍
浦
が
陥
落
し
た
際
、
こ
の
二
人
だ
け
し
か
お
ら
ず
、
店
の
番
を
し
て
い
て
逃
げ
る
こ
と
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が
で
き
な
か
っ
た
。
一
七
日
に
至
っ
て
初
め
て
帰
っ
て
き
た
が
、
そ
の
話
に
よ
る
と
、〔
乍
浦
陥
落
の
状
況
を
述
べ
る

─
略
〕
後
日
に

な
っ
て
や
っ
と
出
発
し
て
蘇
州
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。（
十
七
日
、
蔣
姓
關
（
開
）
設
糖
行
、
名
恒
昌
、
尚
在
乍
浦
有
年
、

今
有
行
夥
下
官
一
人
、
出
店
一
人
、
當
時
夷
人
登
岸
、
乍
浦
失
守
、
惟
此
兩
人
、
看
守
行
房
、
不
能
逃
避
、
直
至
十
七
始
歸
、
據
述
〔
中

略
〕、
是
以
即
於
後
日
動
身
到
蘇
）

〈
一
四
一
〉
ま
た
、
先
に
乍
浦
で
皮
製
品
の
店
を
開
い
て
い
た
人
が
、
当
時
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
夷
人
に
つ
か
ま
っ
て
し
ま
い
、〔
中

略
〕
そ
こ
で
こ
の
一
千
文
を
持
っ
て
蘇
州
に
逃
げ
帰
り
、
同
じ
く
一
七
日
に
蘇
州
に
到
着
し
た
。（
又
向
開
皮
貨
店
在
乍
之
人
、
當
時
不

及
逃
走
、
被
夷
人
挾
住
﹝
中
略
﹞
是
以
持
此
一
千
文
逃
蘇
、
亦
於
十
七
日
到
蘇
）

〈
一
五
六
〉
五
月
一
一
日
に
上
海
が
陥
落
し
、
蘇
州
は
震
撼
し
た
。
一
日
に
緊
急
の
報
が
三
、四
回
届
い
た
が
告
示
は
一
字
も
出
な
か
っ
た

の
で
、
人
心
は
不
安
に
陥
っ
た
。
一
二
日
に
南
濠
の
各
銭
荘
で
は
絶
え
ず
銀
を
返
し）

14
（

、
一
三
日
が
最
も
甚
だ
し
か
っ
た
。
一
四
日
に
至
り
、

聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
外
国
の
汽
船
が
松
江
府
城
外
に
来
て
大
砲
を
放
っ
た
が
城
は
陥
落
せ
ず
、
ま
た
白
泖
河
に
ま
っ
す
ぐ
侵
入
し
て
水
の

深
さ
を
測
っ
て
退
去
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。〔
蘇
州
の
〕
南
北
両
濠
や
山
塘
な
ど
で
は
、
い
ず
れ
も
営
業
停
止
の
状
況
と
な
り
、
城
中
の

富
家
は
次
々
と
避
難
し
た
。
質
屋
で
は
割
引
で
質
草
を
返
還
し
、
一
五
日
に
は
そ
う
し
た
状
況
は
楓
橋
一
帯
に
も
広
が
り
、
避
難
者
の
列

は
絶
え
な
か
っ
た
。
午
後
に
ま
た
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
葑
門
外
に
漁
船
が
十
余
隻
い
た
が
、
魚
問
屋
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
以

前
か
ら
の
売
り
手
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
官
に
報
告
し
、
兵
を
率
い
て
検
査
し
た
。
そ
の
た
め
、
葑
・
婁
・
盤
の
三
門
で
は
、
み
な
昼
間

も
閉
門
し
た
。（
五
月
十
一
日
、
上
海
失
守
、
蘇
州
震
動
、
日
有
緊
報
三
四
次
、
並
無
一
字
抄
出
、
人
心
惶
惶
、
十
二
日
南
濠
各
錢
莊
紛

紛
歸
銀
、
十
三
日
尤
甚
、
至
十
四
日
聞
火
輪
夷
船
至
松
江
府
城
外
、
擊
砲
未
破
、
又
直
進
白
泖
河
、
探
水
之
深
淺
而
退
、
南
北
兩
濠
山
塘

等
處
、
俱
有
罷
市
之
形
、
城
中
大
戶
、
紛
紛
搬
避
、
各
典
舖
打
折
出
當
、
十
五
日
延
及
楓
橋
一
帶
亦
然
、
如
是
遷
避
者
絡
繹
不
堪
、
下
午

又
聞
、
葑
門
外
有
漁
船
十
餘
隻
、
魚
行
內
識
認
、
均
非
向
日
之
販
客
、
稟
報
到
官
、
提
兵
查
驗
、
是
以
葑
・
婁
・
盤
三
門
、
皆
午
間
關
閉
）

蘇
州
の
状
況
を
生
々
し
く
描
写
す
る
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
記
録
者
が
蘇
州
城
な
い
し
そ
の
周
辺
に
お
い
て
情
報
を
得
て
い
る
こ
と
、
ま
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た
商
人
が
彼
の
重
要
な
情
報
源
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

（
２
）
階
層

次
に
、
情
報
の
官
民
な
い
し
官
紳
格
差
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
即
ち
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
公
文
情
報
は
民
間
で
も
入
手

で
き
た
の
か

─
別
言
す
れ
ば
、
衙
門
内
の
官
吏
で
な
け
れ
ば
入
手
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
郷
紳
な
ど
で
あ
っ
て
も
邸
報
な
ど
を
通

じ
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か

─
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
当
時
老
親
を
奉
じ
て
郷
里
の
蘇
州
府
常
熟
県
に

帰
居
し
て
い
た
翁
心
存
の
日
記）

15
（

で
あ
る
。
翁
心
存
は
道
光
二
年
（
一
八
二
二
）
進
士
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
に
既
に
国
子
監
祭
酒
や
大
理
寺
少
卿

な
ど
を
歴
任
し
て
い
た
有
力
官
僚
で
、
家
居
し
て
い
た
と
き
も
、
歴
代
の
巡
撫
を
は
じ
め
と
す
る
蘇
州
の
地
方
官
た
ち
と
面
識
が
あ
り
、
戦
況

に
も
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
蘇
州
の
郷
紳
の
な
か
で
は
最
も
情
報
通
の
人
物
の
一
人
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

彼
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
戦
争
情
報
は
、「
聞
…
」「
伝
聞
…
」
な
ど
と
記
載
さ
れ
る
伝
聞
や
、「
×
月
×
日
×
刻
、
接
得
×
×
来
信
、
云

…
」
と
あ
る
よ
う
な
友
人
か
ら
の
手
紙
に
よ
る
情
報
が
主
で
あ
る
が
、
直
接
に
あ
る
い
は
邸
報
等
に
掲
載
さ
れ
た
公
文
を
見
た
と
い
う
記
録
も

あ
る
。
戦
争
に
関
し
て
公
文
の
内
容
を
摘
記
し
て
い
る
例
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
二
四
件
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
内
、
邸
報
（
京
報
）
の

よ
う
な
北
京
発
の
官
報
か
ら
情
報
を
得
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
場
合
が
一
〇
件）

16
（

、
官
署
か
ら
直
接
情
報
を
得
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
が
二

件）
17
（

、
そ
の
他
一
二
件
は
ど
こ
で
見
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
北
京
の
官
報
を
経
由
し
て
情
報
を
得
る
場
合
は
、
北
京
か
ら
常
熟
ま
で
の
送
付
の

み
で
二
〇
日
程
度
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
江
南
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
で
も
、
情
報
の
入
手
は
一
か
月
以
上
遅
れ
る
こ
と
と
な
る
。
翁
心
存
の

記
録
し
て
い
る
情
報
の
な
か
に
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
情
報
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
戦
争
情
報
に
関
し
て
公
文
書
を

実
際
に
読
ん
だ
と
い
う
記
載
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
官
報
経
由
を
含
め
て
二
〇
数
件
に
過
ぎ
ず
、
翁
心
存
の
よ
う
な
有
力
な
郷
紳
に
と
っ
て

も
公
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
戦
争
開
始
後
間
も
な
い
道
光
二
〇
年
七
月
二
〇
日
の
条
に
は

朝
、
客
が
次
々
と
や
っ
て
き
た
。
デ
マ
が
日
ご
と
に
ひ
ど
く
な
る
の
で
、
親
戚
友
人
は
私
な
ら
確
実
な
情
報
を
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
群
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れ
を
な
し
て
聞
き
に
く
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
私
は
ど
こ
か
ら
情
報
を
得
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
煩
悶
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
。（
清

晨
客
來
者
絡
繹
不
絕
、
緣
訛
傳
日
甚
、
親
友
謂
予
必
知
確
信
、
群
來
探
問
、
實
則
予
從
何
知
之
耶
、
亦
煩
悶
甚
矣
）

と
あ
り
、
ま
た
伝
聞
情
報
が
「
紛
紜
不
一
」
で
真
偽
が
定
か
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
戦
争
の
期
間
を
通
じ
て
常
に
慨
嘆
さ
れ
て
い
る
。
従
っ

て
、『
夷
匪
犯
境
録
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
情
報
を
個
人
で
収
集
す
る
こ
と
は
、
有
力
郷
紳
に
と
っ
て
も
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
り）

18
（

、『
夷

匪
犯
境
録
』
の
基
と
な
る
記
録
を
作
成
し
た
人
物
は
、
や
は
り
蘇
州
の
何
ら
か
の
衙
門
内
に
い
た
も
の
と
推
測
で
き
よ
う
。

（
３
）
勤
務
す
る
衙
門

そ
れ
で
は
、
そ
の
人
物
は
ど
の
衙
門
に
お
い
て
勤
務
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
蘇
州
城
内
の
衙
門
と
い
っ
て
も
、
巡
撫
衙
門
か
ら
布
政
使
署
、

按
察
使
署
、
蘇
州
府
及
び
附
郭
の
長
洲
・
元
和
・
呉
三
県
の
衙
門
ま
で
、
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
野
本
珵
が
本
書
の
編
纂
者
を

「
巡
撫
裕
謙
の
寮
属
」
と
推
定
し
て
い
る
の
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
な
か
に
「
五
月
八
日
、
院
署
に
て
広
東
総
督
祁
の
来
函
を
受
け
取
る
（
五

月
八
日
、
院
署
接
広
東
総
督
祁
来
函
）」〈
八
八
〉
と
い
う
記
述
が
あ
り
、「
院
署
」
と
は
巡
撫
衙
門
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
鋭
い
指
摘
だ
が
、

こ
の
一
条
の
み
で
は
や
や
論
証
不
足
と
思
わ
れ
る
の
で
、
他
の
面
か
ら
も
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
寄
信
上
諭
の
宛
先
と
い
う
点
で
あ
る
。『
夷
匪
犯
境
録
』
に
は
五
〇
件
余
り
の
上
諭
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
単
に

「
奉
上
諭
」
と
あ
る
の
で
な
く
、「
某
月
某
日
、
准
兵
部
火
票
逓
到
軍
機
大
臣
字
寄
某
某
、
道
光
×
×
年
×
月
×
日
、
奉
上
諭
…
」
と
あ
る
よ
う

に
、
受
け
取
っ
た
日
と
宛
先
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
、
他
の
衙
門
か
ら
間
接
的
に

通
知
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
記
録
者
の
勤
務
し
て
い
る
衙
門
（
な
い
し
そ
れ
と
直
接
関
係
す
る
衙
門
）
が
宛
先
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
行
わ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
上
諭
は
四
件
あ
り
、
宛
先
は
両
江
総
督
伊
里
布
単
独
の
も
の
が
二
件
〈
一
七
〉

〈
八
四
〉、
伊
里
布
と
江
蘇
巡
撫
裕
謙
の
両
名
で
あ
る
も
の
が
一
件
〈
三
六
〉、
伊
里
布
と
裕
謙
を
含
め
て
沿
海
地
域
の
督
撫
に
宛
て
た
も
の
が

一
件
〈
四
九
〉、
と
な
る
。
当
時
、
伊
里
布
と
裕
謙
は
連
名
で
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
記
録
者
は
両
江
総
督
衙
門
或
い
は
江
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蘇
巡
撫
衙
門
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

次
に
、
地
方
官
相
互
の
文
書
に
関
連
し
て
、
記
録
者
の
関
係
衙
門
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
記
述
が
な
い
か
ど
う
か
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

八
八
番
の
文
書
に
「
院
署
に
て
広
東
総
督
祁
の
来
函
に
接
す
」
と
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
六
月
二
十
日
、
接
広
東
総
督

咨
会
江
蘇
巡
撫
文
件
」
云
々
〈
一
〇
五
〉
と
あ
り
、
こ
れ
も
広
東
総
督
か
ら
江
蘇
巡
撫
に
宛
て
た
文
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ま

た
〈
一
〇
六
〉
の
「
為
飛
咨
事
」
は
発
出
者
の
名
が
書
い
て
い
な
い
が
、
内
容
か
ら
す
る
と
、
署
両
江
総
督
の
牛
鑑
の
咨
を
受
け
て
江
蘇
巡
撫

の
程
矞
采
が
浙
江
巡
撫
宛
に
出
し
た
も
の
で
、
発
出
者
の
名
の
欠
落
は
、
逆
に
こ
の
文
書
を
記
録
し
た
人
物
が
発
出
者
に
極
め
て
近
い
立
場
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

『
夷
匪
犯
境
録
』
に
収
録
さ
れ
た
州
県
や
道
の
禀
（
上
申
書
）
に
は
宛
名
の
な
い
も
の
が
多
い
が
、
宛
先
を
明
記
し
た
も
の
が
二
件
あ
り
、

い
ず
れ
も
江
蘇
巡
撫
宛
と
な
っ
て
い
る
（〈
七
六
〉、〈
一
九
八
〉）。
同
時
期
に
揚
威
将
軍
奕
経
の
幕
友
を
務
め
て
い
た
蘇
州
の
人
、
貝
青
喬
に

よ
れ
ば夷

人
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
府
・
県
の
地
方
官
は
た
だ
総
督
・
巡
撫
に
の
み
報
告
し
て
将
軍
に
は
報
告
し
な
い
の
で
、
お
よ
そ
民
間
で
す

で
に
盛
ん
に
噂
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
将
軍
府
は
わ
ざ
わ
ざ
情
報
収
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
督
・
巡
撫
相
互
で
も
相
談
し
た
り
通

知
し
た
り
し
な
い
の
で
、
結
局
、
江
蘇
で
は
す
で
に
講
和
し
て
い
る
の
に
浙
江
で
は
出
兵
を
議
論
し
て
い
る
な
ど
、
方
向
を
失
っ
た
状
況

と
な
り
、
却
っ
て
英
夷
の
笑
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。（
夷
情
緩
急
、
郡
縣
官
祇
稟
督
撫
而
不
及
將
軍
、
事
民
間
業
已
喧
傳
而
帥
府
尚
須

探
聽
、
各
督
撫
既
不
相
咨
商
、
又
不
相
知
照
、
遂
至
江
蘇
已
經
修
好
而
浙
江
尚
議
進
兵
、
歧
路
徬
徨
、
轉
為
英
夷
所
笑）

19
（

）

と
あ
り
、
当
時
、
府
県
か
ら
総
督
・
巡
撫
に
提
出
さ
れ
た
禀
に
よ
る
戦
況
情
報
が
十
分
に
他
部
門
に
共
有
さ
れ
る
仕
組
み
は
整
っ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、『
夷
匪
犯
境
録
』
に
相
当
多
く
の
禀
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
記
録
が
総
督
な
い
し
巡
撫
衙

門
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
記
録
者
が
蘇
州
に
在
住
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
記
録
者
が
勤
務
し
て

い
た
の
は
、
南
京
に
あ
る
両
江
総
督
衙
門
で
な
く
、
蘇
州
に
あ
る
江
蘇
巡
撫
衙
門
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
最
も
高
い
。
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（
４
）
身
分
と
職
務

記
録
者
の
身
分
と
職
務
に
つ
い
て
は
、
武
亜
民
・
野
本
珵
と
も
に
彼
を
「
幕
僚
」
と
し
、
野
本
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
裕
謙
の
寮
属
と
し
て

い
る
。
野
本
は
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
道
光
二
一
年
二
月
二
七
日
の
裕
謙
の
咨
〈
七
四
〉
が
琦
善
を
厳
し
く
批
判
し
「
感
激
極
深
」
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
後
裕
謙
が
鎮
海
で
の
敗
戦
の
あ
と
自
殺
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
、「
そ
の
寮
属
で
彼
の
志
を
哀
し
ん
だ

者
が
こ
の
書
を
著
わ
し
、
以
て
そ
の
忠
憤
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
。
た
だ
、「
感
激
極
深
」
で
あ
る
の
は
裕
謙

の
文
章
で
あ
っ
て
、
引
用
者
が
裕
謙
の
感
激
を
共
有
し
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。
裕
謙
の
死
後
、
そ
の
柩
が
蘇
州
を
通
過
し
た
こ
と
を
記
す
文

章
〈
一
一
八
〉
も
甚
だ
淡
々
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
裕
謙
が
欽
差
大
臣
と
な
っ
て
蘇
州
を
離
れ
て
以
後
、
記
録
者
が
裕
謙
に
随
行
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
欽
差
大
臣
裕
の
咨
を
准
く
」
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
（〈
九
二
〉、〈
一
一
三
〉）
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
も

し
引
き
続
き
裕
謙
の
幕
僚
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
う
し
た
書
き
方
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
裕
謙
は
幕
僚
を
大
切
に
し
た
人
で
、
裕
謙
の
殉

難
に
際
し
粉
骨
砕
身
し
て
尽
く
し
た
幕
僚
も
い
た）

20
（

。
し
か
し
、
こ
の
記
録
者
は
、
裕
謙
に
招
聘
さ
れ
個
人
的
な
情
誼
を
以
て
彼
に
仕
え
た
幕
僚

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
裕
謙
か
ら
梁
章
鉅
、
程
矞
采
と
短
期
間
に
交
代
す
る
巡
撫
の
も
と
で
、
継
続
し
て
江
蘇
巡
撫
衙
門
に
勤
務
し
て
い
た

人
物
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
人
物
は
幕
僚
と
い
う
よ
り
は
、
胥
吏
に
近
い
立
場
の
人
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
も
あ
り
得
よ
う
。
た
だ
、
官
僚

の
交
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
同
じ
衙
門
に
勤
め
る
幕
僚
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い）

21
（

。
ま
た
、『
夷
匪
犯
境
録
』
に
収
録
さ
れ
る
文
書

の
範
囲
が
広
く
、
巡
撫
が
見
て
い
た
文
書
に
は
ほ
ぼ
ア
ク
セ
ス
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
記
録
者
が
胥
吏
で
な
く

幕
僚
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
裏
付
け
る
。
幕
僚
と
し
て
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、『
夷

匪
犯
境
録
』
の
み
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
多
量
の
公
文
書
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
に
は
、
文
書
管
理
に
関
わ

る
業
務
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
公
務
上
の
記
録
と
し
て
は
、
日
付
の
不
備
や
書
式
の
不
統
一
が
目
立
ち
、
あ

ま
り
に
も
ず
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
公
務
の
関
係
で
文
書
に
ア
ク
セ
ス
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
の
記
録
自
体
は
私
的
に
作
ら
れ
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た
も
の
と
見
る
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
ま
と
め
る
と
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
基
と
な
る
記
録
を
作
成
し
た
人
物
は
、
江
蘇
巡
撫
衙
門
で
仕
事
を
し
て
い
た
幕
僚
で
、
公
務
の
余

暇
に
関
連
の
文
書
を
筆
写
し
て
い
た
、
と
一
応
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
個
人
名
ま
で
は
特
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
人
物
を
と
り
あ
え
ず

「
幕
僚
Ｘ
」
と
称
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
、
巷
間
に
広
く
流
布
す
る
よ
う
な
種
類
の
文
献
で
は
な
か
っ
た
こ
の
記
録
が
、
ど
の
よ
う
に
し

て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二　
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
日
本
「
伝
来
」
に
つ
い
て

『
夷
匪
犯
疆
録
』
の
日
本
伝
来
時
期
に
つ
い
て
は
、
目
下
不
明
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
松

浦
章
が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
よ
う
に）

22
（

、
ア
ヘ
ン
戦
争
が
勃
発
し
た
一
八
四
〇
年
（
道
光
二
〇
年
、
天
保
一
一
年
）
以
後
、
毎
年
清
国
商
人

を
通
じ
て
入
手
さ
れ
た
ア
ヘ
ン
戦
争
関
連
情
報
は
、『
阿
芙
蓉
彙
聞
』
な
ど
の
風
説
書
集
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
筆
写
を
通
じ
て
流
通
す
る
が
、

そ
の
な
か
で
、
報
告
内
容
が
格
段
に
詳
し
く
な
る
の
は
、
弘
化
元
年
（
道
光
二
四
年
、
一
八
四
四
）
一
二
月
の
、「
公
局
船
主
周
靄
亭
、
同
財

副
江
星
畲
、
同
顔
吉
泉
」
三
名
連
名
の
報
告
書
に
お
い
て
で
あ
る）

23
（

。
こ
の
弘
化
元
年
の
報
告
書
は
、
風
説
書
集
の
な
か
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、
独
立
の
冊
子
と
し
て
写
本
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
そ
れ
ら
の
独
立
の
冊
子
に
は
、『
夷
匪
侵
犯
事
略
』、

『
夷
匪
侵
犯
始
末
』、『
夷
匪
犯
境
録
略
』
等
の
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る）

24
（

。

こ
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
伊
藤
陽
寿
の
詳
し
い
考
察
が
あ
り
、
本
報
告
書
が
そ
れ
以
前
の
唐
船
風
説
書
と
異
な
り
、
具
体
的
な
公
文
書
を
根

拠
と
し
て
詳
細
か
つ
正
確
な
戦
争
情
報
の
分
析
を
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

25
（

。
そ
れ
で
は
、
本
報
告
書
の
作
者
た
ち
は
、
実

際
に
ど
の
よ
う
な
資
料
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
す
べ
き
は
、
本
報
告
書
に
引
用
さ
れ
た
文
章
を
『
夷
匪
犯
境
録
』
と
比
べ
て
み
る
と

ほ
ぼ
重
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
奥
田
尚
が
既
に
指
摘
し
て
い
る）

26
（

。
具
体
的
に
見
る
と
、
全
三
〇
条
の
う
ち
、『
夷
匪
犯
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境
録
』
と
対
応
す
る
文
章
が
見
ら
れ
る
も
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
同
書
に
は
、「
一
、
…
」「
一
、
…
」
と
い
う
形
で
記
し
て
あ
る
が
、

便
宜
的
に
最
初
か
ら
順
に
番
号
を
付
す
。
↓
の
あ
と
の
漢
数
字
は
︻
附
表
２
︼
の
文
書
番
号
で
あ
る
）。

第
四
条
↓
〈
五
〉、
第
五
条
↓
〈
一
〉、
第
六
条
↓
〈
一
〇
〉、
第
七
条
↓
〈
二
三
〉、
第
八
条
↓
〈
二
〇
〉、
第
九
条
↓
〈
三
三
〉、
第
一
〇

条
↓
〈
四
三
〉、
第
一
一
条
↓
〈
五
二
〉、
第
一
二
条
↓
〈
五
三
〉、
第
一
三
条
↓
〈
五
五
〉、
第
一
四
条
↓
〈
六
八
〉、
第
一
五
条
↓
〈
七
一
〉、

第
一
六
条
↓
〈
九
二
〉、
第
一
七
条
↓
〈
一
一
一
〉
等
、
第
一
九
条
↓
〈
一
二
六
〉、
第
二
二
条
↓
〈
一
七
六
〉、
第
二
三
条
↓
〈
一
七
八
〉、

第
二
五
条
↓
〈
二
〇
七
〉、
第
二
六
条
↓
〈
二
一
〇
〉、
第
二
七
条
↓
〈
二
一
二
〉

上
記
に
含
ま
れ
な
い
条
の
う
ち
、
第
一
〜
第
三
条
は
、
総
論
的
な
状
況
説
明
、
第
一
八
、二
〇
、二
一
、二
四
条
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
な
か

に
特
定
の
対
応
す
る
記
事
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
記
事
を
基
に
要
約
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
、
第
二
八
〜
三
〇
条
は
、
上
海
で
目
撃
・
探
訪

し
た
内
容
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
こ
の
報
告
書
の
主
要
部
分
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
う
ち
重
要
と
思
わ
れ
る
記
事
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
。

順
番
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
部
分
を
調
査
し
て
み
る
と
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
記
事
を
事
件
の
起
こ
っ
た
日
付
順
に
配
列
し
直
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
本
報
告
書
は
、
大
量
か
つ
煩
雑
な
内
容
を
も
つ
『
夷
匪
犯
境
録
』
を
、
分
か
り
や
す
く
編
集
し
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版

な
の
で
あ
る
。『
夷
匪
犯
境
録
』
の
日
本
伝
来
は
、
弘
化
元
年
の
こ
の
報
告
書
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
た
経
緯
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
本
報
告
書
の
序
言
に
は
、

今
、
一
昨
年
の
英
夷
に
よ
る
中
華
へ
の
侵
犯
の
経
緯
を
略
記
し
た
各
条
、
及
び
こ
の
た
び
わ
ざ
わ
ざ
上
海
に
調
査
に
行
っ
て
目
睹
し
た
状

況
を
、
実
情
に
即
し
て
あ
わ
せ
て
書
写
し
て
ご
覧
に
供
し
ま
す
。
英
夷
の
国
内
の
細
か
い
事
情
に
つ
い
て
は
、
英
国
人
も
軽
々
し
く
教
え

よ
う
と
し
な
い
の
で
、
詳
し
く
は
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。（
今
將
前
年
英
夷
侵
犯
中
華
始
末
記
略
各
條
、
以
及
現
特
赴
往
上

海
訪
察
目
覩
情
形
、
據
實
一
併
抄
呈
台
覽
。
至
英
夷
國
中
細
底
、
英
人
亦
不
肯
輕
告
、
其
中
未
能
詳
悉
也
）

と
あ
り
、
単
に
た
ま
た
ま
見
聞
き
し
た
情
報
を
述
べ
る
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
日
本
側
の
命
を
受
け
て
積
極
的
に
調
査
し
た
形
跡
が
窺
え
る
。
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こ
の
報
告
の
署
名
者
三
人
の
う
ち
周
靄
亭
は
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
以
来
の
渡
航
歴
を
も
つ
、
清
国
商
人
中
の
長
老
格
の
人
物
で
あ
る）

27
（

。

江
星
畲
・
顔
吉
泉
も
弘
化
元
年
よ
り
前
か
ら
長
崎
に
来
航
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
割
符
留
帳
（
貿
易
許
可
証
で
あ
る
信
牌
の
名
義
及

び
そ
れ
を
持
っ
て
長
崎
に
入
港
し
た
船
主
名
な
ど
を
記
録
し
た
帳
簿
）
に
記
載
さ
れ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
弘
化
元
年
一
二
月
、
同
三
年
六
月
入
港

船
が
初
め
て
で）

28
（

、
比
較
的
若
い
世
代
と
考
え
ら
れ
る
。
長
崎
当
局
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
詳
し
い
経
過
及
び
開
港
後
の
上
海
の
状
況
等
に
つ
い
て

こ
の
三
人
に
調
査
を
依
頼
し
、
こ
の
三
人
（
或
い
は
、
長
崎
在
留
の
周
靄
亭
を
除
く
二
人
）
が
中
国
大
陸
で
調
査
を
行
っ
た
と
推
測
さ
れ
る）

29
（

。

割
符
留
帳
に
は
、
弘
化
元
年
の
一
二
月
二
六
日
に
長
崎
に
入
港
し
た
甲
辰
六
番
船
の
在
留
船
主
と
し
て
周
靄
亭
、
財
副
と
し
て
江
星
畲
の
名
が

出
て
い
る）

30
（

の
で
、
報
告
書
は
こ
の
時
に
作
成
・
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
中
国
で
の
調
査
の
際
に
彼
ら
は
何
ら
か
の
形
で
『
夷
匪
犯
境
録
』
を
入
手
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
書
店
で
購
入

し
得
る
よ
う
な
文
献
で
は
な
い
『
夷
匪
犯
境
録
』
に
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
ア
ク
セ
ス
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、『
夷
匪
犯
境
録
』

中
、
道
光
二
二
年
（
一
八
四
二
）
四
月
の
イ
ギ
リ
ス
軍
の
乍
浦
攻
略
に
関
す
る
記
事
〈
一
三
七
〉
に
着
目
し
て
み
よ
う
。

二
二
年
四
月
五
日
、
乍
浦
に
汽
船
二
隻
が
入
港
、
八
日
に
は
ま
た
夷
船
一
六
隻
が
入
港
、
九
日
に
は
ま
た
大
型
夷
船
六
隻
が
入
港
し
、
併

せ
て
夷
船
二
四
隻
が
、
一
列
に
な
っ
て
乍
浦
港
内
に
停
泊
し
た
。
た
だ
ち
に
九
日
に
は
海
塘
に
向
か
っ
て
砲
撃
し
て
戦
闘
を
は
じ
め
、
一

方
で
唐
家
湾
か
ら
上
陸
し
て
灯
光
山
を
越
え
、
陸
家
柳
か
ら
ま
っ
す
ぐ
乍
浦
城
の
南
門
に
入
っ
た
。
都
統
は
葫
蘆
城
で
自
決
し
た
。
巳
の

刻
に
乍
城
は
陥
落
し
、
吉
泉
等
は
と
も
に
そ
の
時
に
逃
げ
帰
っ
た
が
、
平
湖
に
至
り
、
敗
走
す
る
兵
や
退
却
す
る
各
官
、
及
び
避
難
す
る

庶
民
で
、
陸
路
も
水
路
も
異
常
に
混
雑
し
て
列
挙
し
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
の
を
見
た
。（
廿
二
年
四
月
初
五
日
、
乍
浦
有
火
輪
兩
隻
進

口
、
初
八
日
又
有
夷
船
十
六
隻
進
口
、
初
九
日
又
有
大
夷
船
六
隻
進
口
、
共
有
夷
船
廿
四
隻
、
一
字
排
列
泊
於
乍
浦
口
內
、
即
於
初
九
日
、

向
海
塘
開
炮
打
仗
、
一
面
由
唐
家
灣
登
岸
、
翻
燈
光
山
、
由
陸
家
柳
一
路
進
乍
浦
城
之
南
門
、
都
統
在
葫
蘆
城
自
刎
、
巳
刻
乍
城
失
守
、

吉
泉
等
俱
當
時
逃
歸
、
至
平
湖
、
見
敗
下
之
逃
兵
及
退
下
之
各
官
、
并
逃
難
之
百
姓
、
陸
路
河
下
、
紛
擾
異
常
、
不
能
枚
舉
）

こ
の
文
章
の
傍
線
部
の
「
吉
泉
」
の
語
に
つ
い
て
、
幕
末
日
本
の
漢
学
者
は
解
釈
に
苦
し
ん
だ
よ
う
で
、
頭
注
に
「
吉
泉
等
と
は
何
の
意
味
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か
未
詳
で
あ
る
。
恐
ら
く
吉
州
・
泉
州
の
こ
と
で
、
等
字
の
下
の
兵
字
が
抜
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
吉
泉
等
未
詳
何
謂
、
蓋
謂
吉
州
・
泉

州
而
等
下
脱
兵
字
歟
）」
と
記
し
て
、「
吉
州
・
泉
州
等
の
兵
」
の
意
味
に
取
っ
て
い
る
が
、
こ
の
二
地
名
が
な
ぜ
唐
突
に
出
て
く
る
の
か
不
審

で
あ
り
、
ま
た
「
敗
下
の
兵
…
を
見
る
」
の
主
語
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、「
吉
泉
」
は
や
は
り
人
名
と
と
る
べ
き
だ
ろ
う
。

姓
を
省
略
し
て
名）

31
（

の
み
を
称
し
て
い
る
こ
と
は
、
親
し
い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
で
、
こ
の
「
吉
泉
」
が
、
上
述
の
報
告
書
を
作
成

し
た
商
人
の
一
人
の
顔
吉
泉
で
あ
る
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
日
本
伝
来
過
程
を
仮
説
的
に
記
す
と
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

対
日
貿
易
の
主
要
港
で
あ
る
乍
浦
で
貿
易
に
携
わ
っ
て
い
た
商
人
顔
吉
泉
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
攻
撃
に
際
し
、
乍
浦
を
逃
れ
て
避
難
し
、
そ

の
途
中
の
目
撃
情
報
を
旧
知
の
幕
僚
Ｘ
に
提
供
し
た
。
そ
の
後
二
年
あ
ま
り
た
ち
、
長
崎
当
局
の
依
頼
で
ア
ヘ
ン
戦
争
の
詳
し
い
経
過
を
知
る

必
要
に
迫
ら
れ
た
顔
吉
泉
は
、
幕
僚
Ｘ
に
頼
み
、
そ
の
記
録
を
筆
写
さ
せ
て
も
ら
う
。
こ
の
時
、
幕
僚
Ｘ
の
手
元
に
は
特
に
ア
ヘ
ン
戦
争
関
係

の
編
集
済
み
記
録
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
顔
吉
泉
（
或
い
は
彼
の
雇
用
し
た
筆
写
生
）
は
、
膨
大
に
堆
積
し
た
毎
日
の
記
録
の
な
か
か
ら
、

ア
ヘ
ン
戦
争
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
記
事
を
急
い
で
抜
書
き
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、『
夷
匪
犯
境
録
』（
と
後
に

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
文
献
）
の
唐
突
な
始
ま
り
方
と
終
わ
り
方
、
事
件
の
起
こ
っ
た
日
付
の
前
後
未
整
理
、
ア
ヘ
ン
戦
争
と
無
関
係
な
記

述
（
北
京
で
の
雷
や
日
食
な
ど
）
の
混
入
、
な
ど
が
説
明
で
き
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
不
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
の

筆
写
記
録
は
、
そ
れ
以
前
の
ア
ヘ
ン
戦
争
情
報
と
は
レ
ベ
ル
の
異
な
る
詳
細
さ
を
持
っ
て
い
た
。
顔
吉
泉
（
及
び
周
靄
亭
・
江
星
畲
）
は
そ
の

な
か
で
重
要
と
思
わ
れ
る
部
分
を
抜
粋
し
、
事
件
の
起
こ
っ
た
順
序
に
並
べ
て
報
告
書
と
し
た
。
こ
の
と
き
、
筆
写
記
録
の
全
体
も
長
崎
の
唐

通
事
に
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
に
お
け
る
『
夷
匪
犯
境
録
』
諸
写
本
の
原
本
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
上
記
の
記
事
の
な
か
の
「
吉
泉
」
を
長
崎
商
人
の
顔
吉
泉
だ
と
考
え
る
と
、
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
が
ぴ
た
り
と
は
ま
る
感
を
覚

え
る
の
で
あ
る
が
、
根
拠
薄
弱
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
の
で
、
以
下
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
傍
証
を
試
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
幕
僚
Ｘ
が
乍
浦
の
商
人
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
稿
七
七
〜
七
八
頁
所
引
の
〈
一
四
〇
〉、
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〈
一
四
一
〉
の
史
料
で
は
、
幕
僚
Ｘ
は
、
乍
浦
か
ら
逃
げ
帰
っ
て
き
た
商
人
か
ら
か
な
り
詳
細
な
情
報
を
得
て
い
る
。〈
一
四
〇
〉
の
場
合
、
乍

浦
で
蒋
氏
が
開
い
て
い
た
恒
昌
行
と
い
う
糖
行
の
使
用
人
が
、
店
を
守
る
た
め
に
乍
浦
失
陥
後
も
数
日
乍
浦
に
止
ま
り
、
そ
の
後
蘇
州
に
逃
げ

て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
平
湖
県
城
を
経
由
し
て
お
り
、
そ
の
ル
ー
ト
も
「
吉
泉
」
と
同
じ
で
あ
る
。
乍
浦
の
商
人
か
ら
情
報
を
得
た

例
と
し
て
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
く
と
、〈
一
四
九
〉
の
記
事
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
大
略
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

四
月
二
四
日
に
乍
浦
で
機
房
（
織
物
工
場
）
を
経
営
し
て
い
る
海
塩
人
の
汪
丙
斉
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。
七
日
に
夷
船
が
乍
浦
口
に
進
入

し
、
そ
の
数
は
二
六
隻
。
九
日
に
砲
撃
を
行
っ
た
が
、
清
軍
側
は
反
撃
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
官
兵
は
こ
と
ご
と
く
逃
げ
去
っ
た
。
都
統
は
自

尽
し
、
道
台
や
海
防
庁
は
逃
げ
て
若
山
径
に
行
き
、
船
を
調
達
し
て
平
湖
に
行
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
汪
は
海
塩
に
い
て
対
岸
の
乍
浦
の
状

況
を
遠
望
し
て
い
た
の
だ
が
、
四
月
二
〇
日
に
乍
浦
に
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
街
区
の
多
く
は
焼
き
払
わ
れ
、
質
屋
は
略
奪
さ
れ
て
一
軒
し
か

残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
夷
人
は
一
八
日
に
す
べ
て
船
に
乗
っ
て
去
っ
た
が
、
そ
の
際
に
、
海
塘
の
天
后
宮
・
炭
会
館
・
灯
光
山
廟
並
び
に
停
泊

し
て
い
た
辦
銅
洋
船
二
隻
、
両
銅
局
の
艀
舟
六
隻
、
内
外
の
営
船
数
隻
を
こ
と
ご
と
く
焼
き
払
っ
て
行
っ
た
。

商
人
の
情
報
提
供
に
関
わ
る
こ
れ
ら
の
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
幕
僚
Ｘ
が
乍
浦
の
貿
易
商
人
で
あ
る
顔
吉
泉
か
ら
情
報
を
得
た
と
考
え
る
こ
と

も
、
あ
な
が
ち
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
傍
証
は
、
顔
吉
泉
が
蘇
州
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
掲
の
〈
一
三
七
〉
の
記
事
に
よ
れ
ば
、「
吉
泉
」
は
乍
浦
か

ら
「
逃
帰
」
し
て
き
た
と
あ
る
が
、
顔
吉
泉
が
蘇
州
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
の
文
献
で
あ
る
が
、
幕
末
明
治
の
漢
詩
人
小

野
湖
山
の
「
詩
以
て
柬
に
代
ふ
、
清
国
蘇
州
の
顔
吉
泉
に
寄
酬
す
」
と
い
う
詩
か
ら
推
定
で
き
る）

32
（

。
こ
の
詩
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
三

月
出
版
の
漢
詩
雑
誌
『
新
文
詩
』
第
五
集
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
小
野
湖
山
が
方
濬
頤
（
安
徽
定
遠
の
人
、
道
光
二
四
年
進
士
）
の
詩
に
触

発
さ
れ
て
作
っ
た
十
首
の
律
詩
が
中
国
に
伝
わ
り
、
蘇
州
の
顔
吉
泉
と
い
う
人
物
が
、
沈
仲
夏
の
文
章
と
厳
伯
雅
の
詩
稿
を
同
封
し
て
書
簡
を

寄
せ
て
き
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
詩
の
第
五
句
か
ら
第
一
〇
句
に
は
「
迢
迢
双
鯉
魚
、
忽
接
顔
氏
札
、
中
致
沈
子
（
仲
夏
）
言
、
副
以
厳
氏
（
伯

雅
）
帙
（
餐
花
室
詩
稿
）、
三
子
識
未
曾
、
一
読
如
面
謁
」（
括
弧
内
は
詩
に
付
せ
ら
れ
た
割
注
）
と
あ
り
、
傍
線
部
に
「
三
子
に
は
面
識
は
な
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い
が
、〔
詩
や
書
簡
を
〕
一
読
す
れ
ば
直
接
会
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
」
と
あ
る
如
く
、
小
野
湖
山
は
そ
れ
ま
で
顔
吉
泉
ら
に
つ
い
て
は

知
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
よ
う
だ）

33
（

。

小
野
湖
山
と
方
濬
頤
の
詩
の
応
酬
に
つ
い
て
は
、
方
濬
頤
の
『
二
知
軒
詩
続
鈔
』（『
明
清
未
刊
稿
彙
編
初
輯
』
収
録
）
所
収
の
い
く
つ
か
の

詩
か
ら
も
確
認
で
き
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
四
年
か
ら
七
五
年
頃
、
友
人
の
沈
仲
復
（
諱
は
秉
成
、
浙
江
帰
安
の
人
、
咸
豊
六
年
進
士
）
が
、

方
濬
頤
の
「
五
十
生
日
感
懐
述
事
」
に
和
し
た
日
本
の
詩
人
小
野
湖
山
の
詩
一
〇
首
を
上
海
か
ら
送
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
を
題
材
に
詩
人
仲

間
と
連
句
の
詩
を
作
っ
た
こ
と
が
わ
か
る）

34
（

。
方
濬
頤
の
詩
稿
に
は
顔
吉
泉
と
い
う
人
物
は
全
く
出
て
こ
な
い
の
で
、
顔
吉
泉
は
方
濬
頤
よ
り
も

む
し
ろ
、
沈
仲
復
（
小
野
湖
山
の
詩
に
「
沈
仲
夏
」
と
あ
る
の
は
恐
ら
く
誤
り
）
の
知
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
こ
で
蘇
州
の
人
と
さ
れ
て
い
る
顔
吉
泉
と
は
、
果
た
し
て
あ
の
長
崎
来
航
商
人
の
顔
吉
泉
で
あ
ろ
う
か
。
広
い
中
国
に
は
、
同
名

の
人
物
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
小
野
湖
山
が
詩
の
割
注
に
引
く
顔
吉
泉
の
書
簡
中
の
語
に
は
「
或
有
夙
縁
、
再
赴
東
洋
」

と
あ
る
。
日
本
へ
の
渡
航
経
験
者
は
当
時
の
中
国
で
は
稀
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
再
び
東
洋
（
即
ち
日
本
）
に
赴
か
ん
」
と
書
く
こ
の

顔
吉
泉
は
や
は
り
、
長
崎
来
航
商
人
の
顔
吉
泉
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
夷
匪
犯
境
録
』
の
記
事
に
見
え
る
「
吉
泉
」
が
小
野
湖
山

の
詩
の
題
に
い
う
「
清
国
蘇
州
の
顔
吉
泉
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
蘇
州
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
乍
浦
か
ら
蘇
州
に
「
逃
げ
帰
っ
て
」
き

た
の
も
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
顔
吉
泉
が
蘇
州
の
ど
の
よ
う
な
家
柄
の
出
身
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
可

能
で
あ
ろ
う
か
。

長
崎
の
清
国
商
人
と
蘇
州
顔
氏
と
の
関
係
は
、
か
す
か
な
が
ら
も
史
料
の
な
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
末
期
の
旗
本
宮
崎
成
身
が
編

集
し
た
史
料
集
『
視
聴
草
』
に
収
録
さ
れ
た
「
唐
土
門
簿
」
と
い
う
史
料）

35
（

を
見
て
み
よ
う
。
本
史
料
に
つ
い
て
は
、
既
に
王
振
忠
が
克
明
に

分
析
し
て
い
る）

36
（

が
、
王
に
よ
れ
ば
、「
唐
土
門
簿
」
と
は
長
崎
の
中
国
商
人
が
持
っ
て
い
た
人
名
簿
で
、
日
付
の
戊
寅
正
月
と
は
恐
ら
く
嘉
慶

二
三
年
（
一
八
一
八
）
を
指
し
、
名
簿
の
名
前
に
付
せ
ら
れ
た
地
名
か
ら
、
場
所
は
蘇
州
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
七
三
名
の
人
名
が
「
元
旦
」

「
初
二
日
」「
初
三
日
」
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
て
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
名
に
つ
い
て
は
「
汪
八
老
爺　

印　

文
琪　

申
衙
前
」
の
よ
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う
に
、
通
称
・
諱
・
住
址
が
記
さ
れ
る
だ
け
の
簡
単
な
も
の
で
、
年
始
の
挨
拶
の
た
め
の
リ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
最
も
多
い

の
は
、
汪
氏
（
九
名
）・
程
氏
（
六
名
）
で
、
王
振
忠
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
徽
州
商
人
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
姓
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、

顔
氏
は
二
名
、
即
ち
「
顔
大
少
爺　

印　

崇
燿　

江
村
橋
」「
顔
二
爺　

印　

懋
錡　

江
村
橋
」
と
あ
る
二
件
で
あ
る
。
こ
の
名
簿
を
持
っ
て

い
た
商
人
は
、
お
そ
ら
く
正
月
に
蘇
州
に
お
い
て
、
商
売
上
の
関
係
の
あ
る
人
物
の
家
に
挨
拶
回
り
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
顔
氏
も
含

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

江
村
橋
と
は
、
蘇
州
城
の
西
方
、
米
市
場
で
有
名
な
楓
橋
鎮
の
南
側
に
あ
る
橋
で
、
顔
氏
は
「
楓
橋
鎮
の
巨
族
」
と
し
て
明
代
か
ら
知
ら
れ

て
い
た）

37
（

。
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
顔
回
の
子
孫
で
あ
る
と
称
し
、
顔
回
を
祀
る
「
復
聖
祠
」
を
建
て
て
、
楓
橋
鎮
付
近
に
集
居
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る）

38
（

。
民
国
『
呉
県
志
』
の
選
挙
表
で
嘉
慶
・
道
光
時
期
の
部
分
を
見
る
と
、
進
士
・
挙
人
に
は
顔
氏
の
合
格
者
は
見
ら
れ
ず
、
貢
生
に
一
人
、

嘉
慶
九
年
（
一
八
〇
四
）
の
欄
に
「
顔
懋
功
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、「
唐
土
門
簿
」
の
「
顔
懋
錡
」
と
「
懋
」
字
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
一

族
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う）

39
（

。

ま
た
、『
呉
門
表
隠
』
巻
二
〇
に
は
「
顔
懋
昭
、
元
和
県
学
の
生
員
、
楓
橋
人
、
孝
心
・
友
情
に
厚
く
端
正
な
人
柄
で
、
勤
勉
で
文
章
が
巧

み
で
あ
っ
た
。
そ
の
孫
の
懐
宸
は
常
に
詩
社
を
作
っ
て
仲
間
と
詩
を
吟
じ
、
そ
の
名
声
は
楓
橋
一
帯
に
広
ま
っ
て
い
た
（
顏
懋
昭
、
元
庠
生
、

楓
橋
人
、
孝
友
端
介
、
刻
苦
能
文
。
其
孫
懷
宸
、
常
結
社
聯
吟
、
名
播
楓
江
）」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
詩
人
と
し

て
「
名
は
楓
橋
一
帯
に
広
ま
っ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
顔
懐
宸
の
詩
「
懐
乍
浦
陳
愚
泉
」
が
、
乍
浦
に
関
わ
る
詩
を
集
め
て
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
作

ら
れ
た
詩
集
『
乍
浦
集
詠）

40
（

』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
巻
一
四
）。
同
姓
同
名
の
別
人
の
可
能
性
も
あ
る
が
、「
顔
懐
宸
」
の
名
の
下

に
「
呉
県
」（
蘇
州
府
城
附
郭
の
三
県
の
一
つ
）
と
出
身
が
記
し
て
あ
る
の
で
、
楓
橋
顔
氏
の
顔
懐
宸
と
見
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
顔
懐
宸
は
、
対
日
貿
易
の
拠
点
で
あ
る
乍
浦
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
治
『
蘇
州
府
志
』
や
民
国
『
呉
県
志
』
に
載
る
太
平
天
国
時
期
の
殉
難
者
や
列
女
の
リ
ス
ト
に
は
、「
懋
」「
崇
」「
懐
」
の
字
を
名
前
の

一
字
目
に
含
む
姓
名
が
十
数
名
見
え
、
そ
の
う
ち
の
一
人
の
顔
懐
錦
は
湖
北
漢
陽
府
経
歴
を
務
め
、
太
平
天
国
時
期
に
は
団
練
の
組
織
に
も
参
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与
し
て
殉
難
し
た
と
い
う）

41
（

。
こ
れ
ら
の
顔
氏
の
人
物
の
う
ち
、「
候
選
州
同
」「
候
選
州
吏
目
」「
監
生
」
な
ど
、
捐
納
（
寄
付
に
よ
る
科
挙
・

官
職
資
格
の
取
得
）
関
連
の
肩
書
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
者
も
数
名
い
る
。
以
上
を
総
合
し
て
考
え
れ
ば
、
蘇
州
楓
橋
の
顔
氏
は
、
科
挙
の
功
名

で
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
捐
納
な
ど
を
通
じ
て
紳
士
層
の
末
端
に
つ
ら
な
り
、
そ
れ
な
り
に
存
在
感
を
も
っ
た
宗

族
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
顔
氏
が
長
崎
貿
易
と
関
わ
り
を
も
ち
、
そ
し
て
顔
吉
泉
が
こ
の
一
族
の
一
員
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
が
巡

撫
衙
門
の
幕
僚
と
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
後
に
は
沈
仲
復
や
厳
伯
雅
（
諱
は
錫
康
、
浙
江
桐
郷
の
人）

42
（

）
と
い
っ
た
か
な
り
高
名
な

官
僚
・
文
人
か
ら
日
本
と
の
連
絡
を
頼
ま
れ
る
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
、
は
不
思
議
で
は
な
い
。

一
九
世
紀
前
半
の
「
割
符
留
帳
」
に
は
、
顔
氏
の
商
人
と
し
て
、
顔
吉
泉
の
ほ
か
に
、
顔
遠
山
、
顔
雪
帆
、
顔
心
如
な
ど
の
名
が
見
え
る
。「
割

符
留
帳
」
に
顔
吉
泉
が
登
場
す
る
の
は
二
回
の
み
（
弘
化
三
年
六
月
、
四
年
正
月
入
港
船
）
だ
が
、
顔
遠
山
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
か
ら

天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
ま
で
八
回
登
場
し
、
こ
の
時
期
の
常
連
の
一
人
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
顔
氏
の
商
人
が
顔
吉
泉
と
同
族
で
あ
っ
た
と

証
明
す
る
史
料
は
管
見
の
範
囲
で
は
存
在
し
な
い
が
、
長
崎
来
航
商
人
の
場
合
、
同
姓
の
人
物
に
同
族
関
係
が
あ
る
例
は
少
な
く
な
い
の
で
、

顔
氏
の
場
合
も
同
族
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
本
節
で
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
日
本
伝
来
の
経
緯
に
つ
い
て
、
推
測
も
交
え
つ
つ
考
察
し
て
き
た
。
厳
密
に
い
え
ば
、『
夷
匪
犯
境

録
』
が
日
本
に
伝
来
し
た
、
と
い
う
言
い
方
は
正
確
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
蘇
州
で
作
ら
れ
た
記
録
が
、
日
本
側
の
情
報
収
集
活

動
を
契
機
と
し
て
選
択
的
に
筆
写
さ
れ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
れ
が
『
夷
匪
犯
境
録
』
と
い
う
題
名
を
つ
け
ら
れ
て
写
本
と
し
て
流
通
し

た
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
の
写
本
に
幕
末
の
学
者
が
つ
け
た
頭
注
に
は
、「
衡）

43
（

按
ず
る
に
、『
関
』（
文
中
の
「
関
」
字
に

は
欠
画）

44
（

が
あ
り
、
そ
れ
を
指
す
）
は
即
ち
関
字
な
ら
ん
。
洋
商
は
関
帝
を
尊
信
し
、
原
本
は
清
商
の
録
進
す
る
所
な
り
て
、
故
に
末
の
二
筆
を

缺
く
也
（
衡
按
、
關
即
關
字
。
洋
商
尊
信
關
帝
、
原
本
清
商
所
錄
進
、
故
缺
末
二
筆
也
）」
と
あ
る
。
関
字
に
つ
い
て
の
こ
の
推
測
が
正
し
い

か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
当
時
『
夷
匪
犯
境
録
』
に
注
を
つ
け
て
い
た
日
本
の
学
者
は
、
本
書
の
原
本
が
清
国
商
人
の
手
で
筆
写
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
即
ち
中
国
で
流
通
し
て
い
た
既
成
の
書
物
を
そ
の
ま
ま
輸
入
し
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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従
来
の
研
究
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
と
い
う
書
物
が
既
に
中
国
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
そ
の
日
本
伝
来
を
問
題
に
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る）

45
（

が
、
そ
う
し
た
前
提
を
取
り
除
い
て
見
た
と
き
、
長
崎
商
人
と
蘇
州
知
識
人
と
の
間
の
人
間
関
係
の
一
側
面
が
、
生
き
生
き
し
た
相

貌
を
も
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
日
本
に
お
け
る
流
伝

『
夷
匪
犯
境
録
』
が
そ
の
後
、
日
本
国
内
で
ど
の
よ
う
に
流
伝
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
を
行
い
得

て
い
な
い
が
、
現
時
点
で
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
お
き
た
い
。︻
附
表
１
︼
は
、
現
在
知
ら
れ
る
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
写
本
を
、
未
見
も

含
め
て
順
不
同
で
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
図
書
館
の
目
録
の
な
か
に
『
夷
匪
犯
境
録
』
と
い
う
題
名
で
著
録
さ
れ
て
い
て
も
、

実
は
そ
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
『
夷
匪
侵
犯
記
略
』（
前
述
）
で
あ
る
も
の
も
あ
る
が
（
例
え
ば
神
戸
大
学
住
田
文
庫
蔵
本
）、
そ
う
し
た

も
の
は
除
い
て
あ
る
。

１　

写
本
の
二
系
統

ま
ず
、
写
本
の
系
統
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
写
本
に
は
大
き
く
み
て
二
つ
の
系
統
が
あ
る
が
、
圧
倒
的
多
数
は
一
つ
の
系

統
に
属
し
、
別
の
系
統
に
属
す
る
の
は
管
見
の
限
り
中
津
市
耶
馬
渓
文
庫
所
蔵
の
一
種
（︻
附
表
１
︼
の
二
四
番
）
に
過
ぎ
な
い
。
ま
ず
、
こ

の
耶
馬
渓
文
庫
の
写
本
か
ら
見
て
み
よ
う
。

こ
の
写
本
は
『
犯
境
録
評
注
』
と
い
う
注
釈
本）

46
（

と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
返
り
点
や
送
り
仮
名
が
朱
で
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
頭
注
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
こ
の
写
本
と
注
釈
本
は
、
豊
後
の
帆
足
万
里
門
下
の
人
々
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、『
犯
境
録
評
注
』
の
序
・
跋
に
よ
れ
ば
、

そ
の
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
辛
亥
の
年
（
嘉
永
四
年
・
一
八
五
一
）、
米
良
東
嶠
ら
が
長
崎
で
唐
通
事
の
頴
川
春
池
（
四
郎
八）

47
（

）
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か
ら
『
夷
匪
犯
境
録
』
を
借
り
て
師
の
帆
足
万
里
に
進
呈
し
、
帆
足
は
門
下
生
に
謄
写
と
和
詁
（
日
本
語
の
訓
点
や
注
）
を
命
じ
た
。
帆
足
は

間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
が
、
師
の
遺
志
を
継
ぐ
べ
く
、
門
下
生
の
一
人
で
あ
る
野
本
珵
（
白
巌
）
が
評
注
を
作
成
し
た
。
野
本
の
原
稿
は
、
嘉

永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
一
応
完
成
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
門
下
生
た
ち
に
よ
る
改
訂
が
続
け
ら
れ
た
。
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
米
良

の
跋
に
よ
れ
ば
、
日
向
高
鍋
藩
で
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
活
字
本
を
刊
行
す
る
際
に
も
、
米
良
ら
は
協
力
し
て
い
る
。

こ
の
『
犯
境
録
評
注
』
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
中
の
重
要
語
句
や
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
に
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
、
参
照
し
て
い
る
文
献
は
、『
福

恵
全
書
』『
鴉
片
彙
聞
』『
明
一
統
志
』『
清
一
統
志
』
な
ど
の
ほ
か
、『
水
滸
伝
』
や
杜
甫
詩
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
評
注
の
内
容
は
語
釈

の
み
な
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
や
清
朝
中
央
に
対
す
る
批
判
な
ど
を
含
ん
で
お
り
、
以
下
に
述
べ
る
も
う
一
つ
の
系
列
の
写
本
に
比
べ
て
評
者
の
率

直
な
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

写
本
の
大
多
数
が
属
す
る
の
は
も
う
一
つ
の
系
列
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
作
成
さ
れ
た
の
か
は
、
豊
後
の
例
ほ
ど
に
は
明

ら
か
で
な
い
。
題
名
も
様
々
で
あ
り
、
巻
数
も
不
分
巻
、
二
巻
（
上
下
巻
で
そ
れ
ぞ
れ
に
三
巻
を
含
む
）、
四
巻
、
五
巻
な
ど
一
定
し
な
い
が
、

数
多
く
つ
け
ら
れ
た
頭
注
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
き
く
見
れ
ば
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

系
列
の
頭
注
は
、
語
句
の
解
釈
や
誤
字
の
訂
正
が
多
く
、
イ
ギ
リ
ス
や
清
朝
に
対
す
る
毀
誉
褒
貶
を
含
ん
だ
議
論
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
系
列
の
写
本
の
な
か
に
は
、
例
え
ば
国
会
図
書
館
本
（
一
一
番
）
と
静
嘉
堂
本
（
一
二
番
）
の
よ
う
に
、
巻
の
分
け
方
や
書
き
込
ま
れ

た
注
な
ど
に
明
ら
か
な
共
通
性
が
あ
り
、
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
写
本
の
頭
注
に
は
、「
一

本
云
」
の
よ
う
な
形
で
他
の
写
本
と
比
較
校
訂
し
た
痕
跡
が
あ
る
も
の
も
多
く
、
相
互
に
参
照
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
写
本
の
中
身

か
ら
写
本
の
系
統
を
細
か
く
分
別
し
て
ゆ
く
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
あ
ま
り
意
味
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
以
下
で
は
、

写
本
の
系
統
に
つ
い
て
の
詳
細
な
議
論
は
断
念
し
、
こ
れ
ら
の
写
本
は
ど
の
よ
う
な
人
々
に
閲
覧
・
所
有
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
観
点

か
ら
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
伝
播
状
況
を
瞥
見
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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２　
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
読
者
・
所
蔵
者

『
夷
匪
犯
境
録
』
は
、
鍋
島
家
（
一
〇
番
佐
賀
県
立
図
書
館
本
）、
備
後
福
山
藩
校
誠
之
館
（
一
四
番
関
西
大
学
増
田
渉
文
庫
本
）、
前
田
家

（
一
三
番
前
田
育
徳
会
本
）、
島
津
家
（
一
七
、一
八
番
鹿
児
島
大
学
本
）、
尾
張
徳
川
家
（
二
五
番
蓬
左
文
庫
本
）、
徳
山
毛
利
家
（
二
七
番
宮

内
庁
図
書
寮
本
）
な
ど
各
地
の
大
名
・
藩
校
の
蔵
書
に
も
含
ま
れ
、
ま
た
大
阪
の
長
谷
川
延
年
の
よ
う
な
蔵
書
家
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
も
な

っ
て
い
る
（
三
〇
番
京
都
学
・
歴
彩
館
本
）
が
、
幕
末
に
お
い
て
本
書
を
所
有
・
閲
覧
し
て
い
た
人
々
を
挙
げ
て
ゆ
く
と
、
そ
の
流
伝
の
中
心

が
江
戸
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

私
が
現
在
ま
で
に
見
た
ご
く
狭
い
範
囲
で
は
、
年
月
の
明
ら
か
な
記
事
で
『
夷
匪
犯
境
録
』
と
い
う
書
名
が
出
て
く
る
の
は
、『
木
下
韡
村

日
記
』
の
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
五
月
一
六
日
条
の
「
夷
匪
犯
境
録
三
冊
、
塩
谷
よ
り
借
受
」、
同
一
七
日
条
「
犯
境
録
三
冊
、
山
城
屋
江
渡
、

写
方
為
取
計）

48
（

」
が
最
初
で
あ
る
。
木
下
韡
村
は
熊
本
藩
士
で
、
江
戸
に
お
い
て
佐
藤
一
斎
・
松
崎
慊
堂
に
学
び
、
塩
谷
宕
陰
や
安
井
息
軒
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
学
者
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
記
事
に
お
け
る
「
塩
谷
」
と
は
、
塩
谷
宕
陰
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

塩
谷
は
初
期
の
ア
ヘ
ン
戦
争
関
係
文
献
の
一
つ
で
あ
る
『
阿
芙
蓉
彙
聞
』
の
編
者
で
あ
る
が
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
正
月
の
序
を
持
つ
同

書
に
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
一
部
と
思
わ
れ
る
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
新
村
容
子
が
『
阿
芙
蓉
彙
聞
』
に
関
す
る
専
論）

49
（

の
な
か

で
指
摘
し
て
い
る
。

『
阿
芙
蓉
彙
聞
』
に
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
と
い
う
書
名
は
見
え
な
い
が
、
そ
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
考
え
ら
れ
る
「
英
夷
侵
犯
始
末
」
は
、

独
立
の
記
事
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
新
村
に
よ
れ
ば
、
塩
谷
は
水
野
忠
邦
の
老
中
在
職
中
（
一
八
三
四
〜
四
五
）、
側
近
と
し
て
政
務
に

参
与
し
て
い
た
が
、『
阿
芙
蓉
彙
聞
』
の
も
と
と
な
る
情
報
の
収
集
は
「
老
中
水
野
忠
邦
の
側
近
と
い
う
有
利
な
立
場
を
活
用
し
て
こ
そ
可
能

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

50
（

」
と
い
う
。

木
下
韡
村
は
、
塩
谷
・
安
井
ら
と
文
社
を
結
成
し
、
し
ば
し
ば
文
会
を
開
い
て
い
た
が
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
な
か
で
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
伝

播
に
深
く
関
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
塩
谷
と
安
井
で
あ
る
が
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
い
く
つ
か
の
写
本
（
一
一
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番
国
会
図
書
館
本
、
一
二
番
静
嘉
堂
所
蔵
中
村
敬
宇
本
、
二
六
番
宮
内
庁
図
書
寮
蔵
手
島
惟
敏
筆
写
本
）
に
は
、「
衡
按
」「
弘
按
」
で
始
ま
る

按
語
が
書
き
こ
ま
れ
て
お
り
、
安
井
息
軒
と
塩
谷
宕
陰
の
名
が
そ
れ
ぞ
れ
「
衡
」「
世
弘
」
で
あ
る
こ
と
、
両
者
と
も
海
防
問
題
に
多
大
の
関

心
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
衡
」「
弘
」
が
こ
の
二
人
を
指
し
て
い
る
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
按
語
を
も
つ
写

本
を
所
蔵
し
て
い
た
中
村
敬
宇
は
塩
谷
宕
陰
の
門
人
で
あ
り
、
師
か
ら
そ
の
手
沢
本
を
借
り
て
書
写
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
安
井
・

塩
谷
が
幕
府
の
儒
官
と
し
て
登
用
さ
れ
た
一
八
六
二
年
の
学
制
改
革
に
際
し
て
、
日
向
高
鍋
藩
の
藩
主
の
弟
で
あ
る
秋
月
種
樹
が
若
年
な
が
ら

異
例
の
抜
擢
を
受
け
て
学
問
所
奉
行
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
が
安
井
息
軒
や
塩
谷
宕
陰
に
学
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
し

て
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
活
字
本
が
一
八
五
七
年
に
高
鍋
藩
明
倫
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
安
井
・
塩
谷
を
め
ぐ
る
学
問
的
つ

な
が
り
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

木
下
韡
村
ら
の
江
戸
の
文
社
に
は
、
豊
後
の
米
良
倉
太
郎
（
東
嶠
）
も
熱
心
に
参
加
し
て
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
米
良
は
帆
足
万
里
門

下
の
学
者
で
あ
り
、
豊
後
に
お
け
る
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
評
注
作
成
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
米
良
が
長
崎
の
唐
通
事
頴
川
春
池
か
ら
『
夷

匪
犯
境
録
』
を
借
り
た
の
は
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
こ
と
だ
が
、『
木
下
韡
村
日
記
』
の
同
年
正
月
二
七
日
条
に
は
、
熊
本
に
い
た
木

下
を
、
米
良
が
「
長
崎
江
主
用
之
序
」
に
訪
問
し
た
と
の
記
事
が
あ
る
。
米
良
は
こ
の
長
崎
訪
問
の
際
に
頴
川
春
池
に
会
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
恐
ら
く
、
江
戸
で
塩
谷
宕
陰
ら
か
ら
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
情
報
を
得
た
米
良
は
、
頴
川
に
頼
ん
で
原
本
に
近
い
写
本
を
入
手
し
よ
う
と
し

た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
文
会
の
参
加
者
と
し
て
さ
ら
に
も
う
一
人
、
安
食
（
阿
食
）
大
太
郎
と
い
う
人
物
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
人
物
は
、『
木
下
韡
村

日
記
』
の
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
四
月
二
五
日
、
七
月
一
五
日
条）

51
（

に
登
場
し
、「
尾
州
」
人
と
あ
る
の
み
で
、
素
性
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、『
海
外
新
話
』
の
作
者
嶺
田
楓
江
が
同
書
の
無
許
可
出
版
の
件
で
官
の
詮
議
を
受
け
た
際
、『
夷
匪
犯
境
録
』
に
つ
い
て
「
浪
人
の
安

食
大
太
郎
と
い
う
者
か
ら
入
手
し
た
」
と
供
述
し
て
い
る）

52
（

の
で
、
も
し
こ
の
供
述
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
塩
谷
所
蔵
本
を
原
本
と
す
る
写
本
が

安
食
の
手
を
通
じ
て
嶺
田
に
渡
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
嘉
永
二
年
に
は
『
夷
匪
犯
境
録
』
を
藍
本
と
す
る
『
海
外
新
話
』
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が
出
版
さ
れ
、
相
当
広
範
な
読
者
を
得
る
と
と
も
に
、
同
類
の
書
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

安
井
・
塩
谷
・
木
下
ら
の
文
社
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
伝
播
に
お
け
る
早
期
の
中
心
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の

ほ
か
に
同
書
の
伝
播
の
経
路
を
推
測
さ
せ
る
事
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
昌
平
坂
学
問
所
を
中
心
と
す
る
経
路
で
あ
る
。

現
在
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
に
は
、「
昌
平
坂
学
問
所
」
の
蔵
書
印
を
も
つ
五
冊
の
写
本
（
一
九
番
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
昌
平
坂
学
問
所
の

図
書
貸
出
帳
で
あ
る
「
押
切
帳
」（
筑
波
大
学
所
蔵
）
の
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
七
月
一
〇
日
条
に
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
五
冊
を
貸
し
出
し

た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
こ
れ
が
岩
瀬
文
庫
所
蔵
の
写
本
と
同
一
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
夷
匪
犯
境
録
』

は
学
問
所
の
メ
ン
バ
ー
が
借
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
書
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
と
き
本
書
を
借
り
出
し
た
の
は
、
林
家
の
塾

頭
で
あ
り
、
ペ
リ
ー
来
航
時
に
交
渉
に
参
与
し
た
河
田
八
之
助
（
廸
斎
）
で
あ
る
。
河
田
の
名
も
『
木
下
韡
村
日
記
』
の
弘
化
・
嘉
永
年
間
の

記
事
に
し
ば
し
ば
見
え
、
文
社
の
人
々
と
親
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
河
田
は
こ
の
安
政
四
年
に
初
め
て
『
夷
匪
犯
境
録
』
を
見
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
八
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
ま
で
学
問
所
儒
者
と
し
て
在
職
し
、
幕
府
外
交
に
も
深
く
関
わ
っ
た
安
積
艮
斎
は
、「
読
夷
匪
犯
境
録
」
と
題
す

る
詩
集
を
残
し
て
い
る
。
中
津
市
耶
馬
渓
文
庫
蔵
の
写
本
に
は
「
風
月
季
徳
氏
が
曽
て
艮
斎
門
下
に
あ
っ
た
時
に
写
し
て
持
ち
帰
っ
た
も
の
か

ら
筆
写
し
た
」
と
の
注
記
が
あ
り
、
こ
の
季
徳
氏
と
は
江
戸
で
艮
斎
の
塾
長
を
し
て
い
た
徳
山
藩
士
江
村
彦
之
進
（
字
は
季
徳
、
号
は
風
月
）

の
こ
と
と
思
わ
れ
、
彼
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
帰
藩
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
詩
は
そ
れ
以
前
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
昌
平
黌
の
佐
藤
一
斎
や
林
述
斎
な
ど
の
直
接
間
接
の
門
人
と
さ
れ
る
人
々
は
数
多
い
が
、
そ
の
な
か
で
上
述
以
外
に
『
夷
匪
犯

境
録
』
を
所
蔵
或
い
は
閲
読
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
人
物
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
西
島
蘭
渓
（
昌
平
黌
の
林
述
斎
の
門
下
。
七
番
東
洋
文

庫
榎
文
庫
本
に
「
右
秘
書
就
孜
々
斎
主
人
借
写
」
と
の
書
き
込
み
あ
り）

53
（

。
孜
々
斎
と
は
西
島
蘭
渓
の
室
名
）、
名
倉
信
敦
（
昌
平
坂
学
問
所
で
、

佐
藤
一
斎
・
安
積
艮
斎
に
学
ぶ
。
文
久
二
年
〈
一
八
六
二
〉
に
千
歳
丸
で
上
海
を
訪
れ
た
際
の
筆
談
記
録
『
滬
城
筆
話
』
の
な
か
で
『
夷
匪
犯

境
録
』
に
言
及
し
て
い
る
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
吉
田
松
陰
の
事
例
は
興
味
深
い
。
吉
田
松
陰
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
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萩
か
ら
江
戸
に
来
る
が
、
ペ
リ
ー
来
航
の
情
報
を
得
て
間
も
な
い
同
年
六
月
三
〇
日
の
長
原
武
宛
書
簡
で
、
肥
後
の
佐
分
利
定
之
助
と
い
う
人

を
紹
介
し
、「（
佐
分
利
は
）
頃
ろ
大
い
に
志
を
発
し
、
洋
学
を
修
め
兵
法
を
講
ぜ
ん
と
欲
し
、
僕
と
同
じ
く
梁
山
泊
に
寓
す
。
僕
の
足
下
と
犯

境
録
を
対
読
す
る
を
聞
き
、
亦
そ
の
伍
に
入
ら
ん
と
欲
す
。
惟
足
下
こ
れ
を
諒
せ
よ
」
と
述
べ
て
い
る）

54
（

。
こ
の
対
読
会
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
年
九
月
一
七
日
・
一
八
日
の
杉
梅
太
郎
宛
書
簡
で
は
、「
犯
境
録
校
正
未
だ
行
届
か
ざ
る
も
天
下
の
事
甚
だ
迫

り
、
及
ぶ
に
暇
あ
ら
ず
。
併
し
佐
久
間
所
持
の
本
、
唐
本
を
直
に
写
し
候
故
、
誤
も
少
し
。
其
の
本
に
て
校
し
か
か
り
候
へ
ど
も
未
だ
果
さ

ず）
55
（

」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
佐
久
間
」
は
佐
久
間
象
山
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
所
蔵
本
が
「
唐
本
を
直
に
写
し
」
た
も
の
と
言
わ
れ

て
い
る
の
は
、
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
佐
久
間
と
そ
の
主
君
で
あ
り
当
時
海
防
掛
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
松
代
藩
主
・
老
中
真
田
幸
貫
と
の
緊
密

な
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
概
観
す
る
と
、『
夷
匪
犯
境
録
』
は
江
戸
に
お
い
て
、
西
洋
事
情
や
海
防
に
関
心
の
あ
る
学
者
の
サ
ー
ク
ル
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
っ

た
。
そ
の
流
出
元
は
、
長
崎
か
ら
の
情
報
を
他
に
先
立
っ
て
入
手
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
幕
府
の
老
中
で
あ
り
、
そ
の
側
近
の
学
者
た
ち
を
経

て
本
書
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
欧
文
が
読
め
る
わ
け
で
は
な
く
、「
漢
学
者
」
の
範
疇
に
入
る
人
々
で

あ
っ
た
が
、
現
在
残
る
写
本
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
、『
夷
匪
犯
境
録
』
は
、
洋
学
者
の
箕
作
阮
甫
や
三
宅
艮
斎
の
蔵
す
る
所
と
も
な
っ
て
い

た
（
そ
れ
ぞ
れ
九
番
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
本
、
二
一
番
筑
波
大
学
本
）。
川
路
聖
謨
の
命
に
よ
り
塩
谷
宕
陰
が
箕
作
阮
甫
と
協
力
し
て
『
海

国
図
志
』
を
校
訂
す
る
な
ど
「
漢
学
者
と
洋
学
者
と
の
協
力
が
容
易
に
出
来
た
当
時
の
知
的
状
況）

56
（

」
が
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
流
伝
の
背
景
に

も
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

３　
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
抄
写
と
流
通

『
夷
匪
犯
境
録
』
の
写
本
の
な
か
に
は
、
知
人
か
ら
借
り
て
個
人
で
抄
写
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
も
あ
る
。
先
に
触
れ
た
七
番
東

洋
文
庫
榎
文
庫
本
の
書
き
込
み
に
は
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右
秘
書
は
孜
々
斎
主
人
に
就
き
て
借
写
す
。
原
本
の
返
期
急
速
に
し
て
、
老
眼
を
勉
強
し
て
一
夜
を
限
り
て
灯
下
に
書
す
。
故
に
字
は
了

□
（
一
字
空
白
、「
草
」
か
）、
漸
く
畢
業
す
。
而
し
て
こ
の
書
は
秘
禁
最
も
厳
な
り
。
覧
者
そ
の
意
を
得
れ
ば
可
な
り
。（
右
秘
書
就
孜
々

齋
主
人
借
寫
焉
。
原
本
返
期
急
速
、
勉
強
老
眼
、
限
一
夜
書
于
燈
下
。
故
字
形
了
□
漸
畢
業
。
而
此
書
秘
禁
最
嚴
也
。
覽
者
得
其
意
而
可
也
）

と
あ
り
、
知
人
か
ら
借
り
て
個
人
用
に
抄
写
し
た
状
況
及
び
、
当
時
本
書
が
「
秘
禁
最
厳
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
知
り
得
る
。

ま
た
、
二
六
番
宮
内
庁
図
書
寮
本
に
は
、
抄
写
し
た
人
物
と
し
て
、
沼
津
藩
士
手
島
惟
敏
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
個
人
用
に
自
ら
抄
写
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
写
本
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
書
店
に
写
本
作
成
を
委
託
し
た
り
、

写
本
業
者
か
ら
買
っ
た
り
す
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
『
木
下
韡
村
日
記
』
嘉
永
元
年
五
月
一
七
日
条
で
は
、
前
日
に
塩
谷
宕

陰
か
ら
借
り
た
「
犯
境
録
三
冊
」
を
「
山
城
屋
江
渡
、
写
方
為
取
計
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
山
城
屋
と
は
、「
山
城
屋
佐
兵
衛
」
な
ど
の
名
で
『
木

下
韡
村
日
記
』
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
書
店
で
あ
る
が
、
儒
学
関
係
の
固
い
書
物
の
ほ
か
に
『
海
外
異
伝
』
な
ど
の
一
般
向
け
書
物
も
出
版
し

て
い
た）

57
（

。

ま
た
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
安
井
息
軒
の
女
婿
で
あ
る
中
村
貞
太
郎
か
ら
息
軒
に
宛
て
て
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
写
本
の
入
手
を
依
頼

し
た
書
簡
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

犯
疆
録
写
本
之
儀
、
如
仰
桜
任
蔵
方
ニ
而
相
頼
候
ハ
ゝ
都
合
宜
候
半
。
同
人
写
本
屋
致
候
儀
は
、
松
尾
三
郎
よ
り
も
噂
承
候
得
共
、
松
尾

噂
ニ
、
只
諸
人
秘
候
先
頃
流
行
之
蘭
書
翻
訳
物
多
分
写
本
仕
候
由
申
候
故
、
犯
疆
録
之
儀
一
向
気
付
不
申
、
同
人
手
ニ
而
如
何
ニ
も
手
ニ

入
可
申
、
何
卒
御
序
之
節
、
同
人
へ
御
懸
合
見
可
被
成
下
候）

58
（

。

こ
の
書
簡
に
あ
る
「
写
本
屋
」
桜
任
蔵
と
は
、
常
陸
国
眞
壁
出
身
で
、
藤
田
東
湖
に
学
ん
だ
勤
皇
家
で
あ
り
、
活
動
資
金
を
得
る
た
め
に
写

本
業
を
営
ん
で
い
た
と
い
う）

59
（

。
当
時
貧
し
い
書
生
に
と
っ
て
、
写
本
の
下
請
け
が
収
入
源
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り）

60
（

、
そ
の
よ
う
な
書
生
を
使
っ

て
写
本
を
さ
せ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
写
本
の
代
金
に
つ
い
て
、『
木
下
韡
村
日
記
』
に
は
、「
写
本
筆
料
…
…
紙
数

八
十
七
枚
、
壱
枚
ニ
付
八
文
宛
、
外
ニ
筆
代
百
文
」
等
と
あ
る）

61
（

。
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各
地
の
大
名
家
の
蔵
書
の
な
か
の
『
夷
匪
犯
境
録
』
も
、
そ
の
書
式
や
頭
注
の
共
通
性
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
筆
写
し
た
も
の
と

い
う
よ
り
は
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
の
「
写
本
屋
」
か
ら
江
戸
詰
の
藩
士
を
介
し
て
購
入
し
た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
夷
匪
犯

境
録
』
の
写
本
に
は
、
日
本
人
に
は
馴
染
み
の
な
い
固
有
名
詞
や
行
政
用
語
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
誤
記
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、

正
確
に
読
も
う
と
す
れ
ば
校
訂
の
作
業
が
必
要
で
あ
り
、
他
の
写
本
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
の
校
訂
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
多
く
の
写
本
に

見
え
る
「
一
本
云
」
等
の
書
き
込
み
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
前
述
の
吉
田
松
陰
の
「
校
正
未
だ
行
き
届
か
ず
」
と
い
っ
た
記
述
や
、「
嘉
永
二

年
…
校
読
一
過
」
と
い
っ
た
付
記
（
一
六
番
関
西
大
学
長
澤
規
矩
也
文
庫
本
）
も
、
読
者
が
校
訂
を
行
い
な
が
ら
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。
か
な
り
の
需
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
都
度
校
訂
を
必
要
と
す
る
写
本
の
ま
ま
で
流
通
し
て
い
た
の
は
、
や
は

り
公
然
と
出
版
で
き
な
い
「
秘
書
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
流
伝
の
中
心
で
あ
っ
た
江
戸
で
な
く
、
幕
府
の
膝
元
を
遠
く
離
れ

た
高
鍋
藩
で
活
字
本
が
刊
行
さ
れ
た
背
景
に
も
、
そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
形
成
と
流
伝
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
推
測
に
わ
た
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
書
が
も
と
も
と
中
国
で

書
物
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
日
本
の
情
報
収
集
の
過
程
で
長
崎
商
人
の
関
与
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
論
点
は
、

一
定
の
根
拠
を
も
っ
て
提
出
で
き
た
と
思
う
。
日
本
国
内
で
の
流
伝
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
学
者
の
未
公
刊
史
料
を
活
用
す
れ
ば
、
ま
だ
ま

だ
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
日
本
近
世
史
料
を
利
用
す
る
能
力
の
不
足
か
ら
、
ご
く
概
略
的
な
考
察
に
止
ま
っ

た
。
誤
り
も
多
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
謹
ん
で
大
方
の
ご
叱
正
を
待
ち
た
い
。
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注（
1
）『
海
外
新
話
』
に
関
す
る
主
な
研
究
と
し
て
は
、
森
睦
彦
「
海
外
新

話
の
刊
行
事
情
」『
長
澤
先
生
古
稀
記
念　

図
書
学
論
集
』（
三
省
堂
、

一
九
七
三
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
追
手
門
学
院
大
学
ア
ジ
ア
学
科
編
『
上

海
ア
ラ
カ
ル
ト
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
）
は
、『
海
外
新
話
』
を
全

文
影
印
し
た
も
の
を
収
録
し
、
奥
田
尚
「
嶺
田
楓
江
『
海
外
新
話
』
の

解
題
に
代
え
て

─
上
海
と
ア
ヘ
ン
戦
争

─
」
を
付
す
。 

（
2
）
こ
の
活
字
本
は
、
あ
ま
り
広
く
流
布
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
現

存
す
る
も
の
も
少
な
い
。
長
澤
規
矩
也
・
神
田
喜
一
郎
編
『
佚
存
書

目
』（
一
九
三
三
）
に
は
、「
本
邦
に
は
写
本
往
々
伝
は
り
、
木
活
字

印
本
は
近
来
流
伝
少
し
」
と
あ
る
。『
長
澤
規
矩
也
著
作
集
』
第
九

巻
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
）、
四
五
五
頁
。

（
3
）
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』
２
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九

二
）、
二
四
八
頁
。
内
藤
は
、
改
革
派
官
僚
・
実
業
家
の
張
謇
が
一
九

〇
三
年
に
日
本
を
訪
問
し
た
際
、
活
字
本
の
『
夷
匪
犯
境
聞
見
録
』

を
贈
呈
し
て
い
る
。『
張
季
子
九
録
』
専
録
、
巻
四
、
六
月
一
日
条
。

（
4
）
増
田
渉
『
西
学
東
漸
と
中
国
事
情
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
）

所
収
。

（
5
）『
文
史
哲
』
一
九
八
四
年
一
期
。
本
論
文
の
最
後
に
、『
夷
匪
犯

境
聞
見
録
』
を
校
訂
の
上
『
近
代
稗
海
』
に
収
録
す
る
旨
、
書
い
て

あ
る
が
、
結
局
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
6
）
た
と
え
ば
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
関
す
る
最
近
の
専
著
で
あ
る
新
村

容
子
『
ア
ヘ
ン
戦
争
の
起
源

─
黄
爵
滋
と
彼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
）
も
、『
夷
匪
犯
境
録
』
に
つ
い
て
、「
著

者
不
明
、
輸
入
年
次
も
不
明
」
と
し
て
い
る
（
二
五
六
頁
）。

（
7
）
本
書
に
つ
い
て
は
既
に
、「『
夷
匪
犯
疆
録
』
と
長
崎
の
清
国
商

人
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
月
報
一
二
、
二
〇
一
四
）
と
い
う
小

文
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
本
稿
は
そ
れ
と
重
な
る
部
分
も
あ
る

が
、
同
文
は
四
頁
の
短
い
も
の
な
の
で
、
本
稿
で
は
よ
り
詳
細
に
検

討
を
行
い
た
い
。

（
8
）『
犯
境
録
評
注
』
写
本
、
都
立
中
央
図
書
館
蔵
。
野
本
珵
、
号
は

白
巌
、
豊
前
の
人
、
中
津
藩
に
仕
え
る
。
帆
足
万
里
の
門
下
。
一
七

九
七
─
一
八
五
六
。『
犯
境
録
評
注
』
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
9
）
中
国
公
共
図
書
館
古
籍
文
献
珍
本
彙
刊
『
夷
匪
犯
境
聞
見
録
』

（
中
華
全
国
図
書
館
文
献
縮
微
複
製
中
心
、
一
九
九
五
）、
序
文
三
頁
。

（
10
）
以
下
『
夷
匪
犯
境
録
』
の
引
用
に
際
し
て
は
、
汲
古
書
院
「
和

刻
本
明
清
資
料
集
」
第
二
集
所
収
の
写
本
影
印
本
（
以
下
「
汲
古
影

印
本
」）
を
使
用
す
る
。
略
字
・
別
字
等
は
適
宜
正
字
に
改
め
る
。

誤
記
の
訂
正
な
ど
は
し
て
い
な
い
が
、
誤
字
と
思
わ
れ
る
も
の
は
直

後
に
括
弧
で
正
し
い
字
を
示
し
た
。

（
11
）
鎮
海
失
陥
は
八
月
末
な
の
で
、
こ
れ
は
九
月
二
日
を
誤
記
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
蘇
州
府
常
熟
県
の
人
、
翁
心
存
の
日
記
に
は
、
九

月
三
日
の
条
に
「
聞
廿
六
日
辰
刻
鎮
海
失
陥
已
確
、
魯
珊
制
軍
（
裕

謙
の
こ
と
）
投
学
宮
泮
池
自
尽
」
と
あ
る
。
張
剣
整
理
『
翁
心
存
日

記
』
第
二
冊
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
）、
四
七
五
頁
。

（
12
）
孫
春
陽
は
、
蘇
州
の
皋
橋
西
に
あ
る
明
代
以
来
の
老
舗
の
南
貨

店
。
道
光
年
間
に
書
か
れ
た
顧
震
涛
『
呉
門
表
隠
』
の
「
孫
春
陽
南

貨
店
」
の
項
に
、「
按
春
陽
、
寧
波
生
員
、
万
暦
初
来
呉
開
一
小
舗
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於
此
、
今
為
郡
中
之
冠
、
有
上
用
之
物
」
と
あ
る
。
顧
震
涛
『
呉
門

表
隠
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
）、
八
三
頁
。

（
13
）
蘇
州
城
西
北
の
閶
門
外
か
ら
南
に
広
が
る
商
業
中
心
地
。
雍
正
年

間
に
建
設
さ
れ
た
浙
寧
会
館
（
寧
波
会
館
）
は
南
濠
街
に
あ
っ
た
。

（
14
）
銭
荘
と
は
金
融
業
者
で
、
現
銀
を
預
か
っ
て
紙
幣
を
発
行
す
る

と
い
っ
た
業
務
を
行
う
。
戦
乱
に
備
え
て
銀
の
払
い
戻
し
を
要
求
す

る
顧
客
に
、
銀
を
返
す
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
張
剣
整
理
『
翁
心
存
日
記
』（
全
五
冊
、
中
華
書
局
、
二
〇
一

一
）。

（
16
）
道
光
二
〇
年
八
月
一
五
日
条
、
九
月
二
六
日
条
、
二
一
年
六
月
一

日
条
、
七
月
一
三
日
条
、
八
月
四
日
条
、
一
〇
月
二
日
条
、
二
二
年

正
月
一
一
日
条
、
同
一
九
日
条
、
四
月
二
七
日
条
、
六
月
一
三
日
条
。

（
17
）
道
光
二
一
年
正
月
二
六
日
条
、
同
八
月
二
七
日
条
。
そ
れ
ぞ
れ

巡
撫
衙
門
と
県
衙
門
で
あ
る
。

（
18
）
ア
ヘ
ン
戦
争
当
時
、
江
蘇
浙
江
地
方
の
よ
り
下
層
の
知
識
人
が

ど
の
よ
う
な
戦
争
情
報
を
得
て
い
た
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
浙

江
海
寧
県
の
生
員
、
管
庭
芬
の
日
記
が
興
味
深
い
。
彼
は
、
当
時
巷

間
に
出
回
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
事
情
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
、

杭
州
の
幕
友
か
ら
の
手
紙
な
ど
を
日
記
に
写
し
取
り
、
か
な
り
詳
し

い
記
事
を
残
し
て
い
る
が
、
公
文
書
を
見
て
い
た
形
跡
は
な
い
。
張

廷
銀
整
理
『
管
庭
芬
日
記
』（
全
四
冊
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
）。

（
19
）
貝
青
喬
『
咄
咄
吟
』
自
序
。

（
20
）
薛
福
成
『
庸
庵
筆
記
』
巻
一
、「
裕
忠
節
公
殉
難
」。

（
21
）
尚
小
明
編
著
『
清
代
士
人
游
幕
表
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
）

に
そ
う
し
た
継
続
勤
務
の
例
を
少
な
か
ら
ず
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
に
載
る
よ
う
な
名
の
あ
る
幕
僚
で
な
い
場
合
は
、
な
お
さ
ら
で

あ
ろ
う
。

（
22
）
松
浦
章
『
海
外
情
報
か
ら
み
る
東
ア
ジ
ア　

唐
船
風
説
書
の
世

界
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
九
）、
第
五
章
。

（
23
）
こ
の
作
成
者
名
が
見
ら
れ
な
い
写
本
も
あ
る
が
、
本
節
で
は
、

東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
『
夷
匪
侵
犯
事
略
』（
特
三
九
八
三
）

に
よ
っ
て
、
本
書
を
紹
介
す
る
。

（
24
）
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
『
海
外
新
話
』
の
例
言
で
「
年
月
時
日

ノ
次
序
ニ
至
テ
ハ
、
侵
犯
事
略
ニ
拠
リ
」
と
し
て
い
る
「
侵
犯
事

略
」
と
は
、
こ
の
『
夷
匪
侵
犯
事
略
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
、
以
下
述
べ
る
よ
う
に
、『
夷
匪
侵
犯
事
略
』
は
『
夷

匪
犯
境
録
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

異
な
る
本
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
本
書
に
は
、
漢
文
の
も
の
と
「
和

解
」
即
ち
日
本
語
訳
と
が
あ
る
。

（
25
）
伊
藤
陽
寿
「
唐
船
風
説
書
に
お
け
る
最
後
の
ア
ヘ
ン
戦
争
情
報

─
「
英
夷
侵
犯
始
末
」
の
分
析
を
中
心
に

─
」（『
二
〇
一
一
年

度
紙
屋
敦
之
ゼ
ミ
共
同
研
究
成
果
報
告
書　

天
保
・
弘
化
期
の
海
防

と
外
交

─
長
崎
を
通
し
て

─
』
二
〇
一
二
）。
本
論
文
で
は
、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
諸
本
が
主
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）
奥
田
尚
「『
海
外
新
話
』
の
南
京
条
約
」（『
追
手
門
大
学
文
学
部

紀
要
』
四
二
、
二
〇
〇
七
）。

（
27
）
松
浦
章
『
清
代
海
外
貿
易
史
の
研
究
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
二
）、

第
一
部
第
三
編
第
三
章
。



101　　『夷匪犯境録』の形成と流伝

（
28
）
大
庭
脩
編
『
唐
船
進
港
回
棹
録
・
島
原
本
唐
人
風
説
書
・
割
符

留
帳

─
近
世
日
中
交
渉
史
料
集
』（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、

一
九
七
四
）
に
、
一
九
世
紀
前
半
期
の
割
符
留
帳
の
活
字
化
さ
れ
た

原
文
及
び
各
船
の
船
主
表
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
松
浦
前
掲
（
注
27
）『
清
代
海
外
貿
易
史
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、

周
靄
亭
は
長
崎
在
留
船
主
と
し
て
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
以

降
弘
化
二
年
に
死
去
す
る
ま
で
長
崎
に
止
ま
っ
て
い
た
と
す
る
が
、

伊
藤
前
掲
（
注
25
）
論
文
で
は
、
天
保
一
四
年
に
漂
流
民
を
日
本
に

送
還
す
る
際
に
乍
浦
で
開
か
れ
た
宴
会
に
周
靄
亭
が
加
わ
っ
て
い
た

と
い
う
『
東
航
紀
聞
』
の
記
事
か
ら
、
在
留
船
主
と
い
っ
て
も
中
国

と
の
往
来
は
あ
っ
た
、
と
論
じ
て
い
る
。

（
30
）
大
庭
編
前
掲
（
注
28
）
書
、
二
三
二
頁
。
財
副
と
は
船
主
に
次

ぐ
地
位
で
、
荷
物
の
管
理
な
ど
、
船
主
を
補
佐
す
る
役
割
を
果
た
し

た
。
松
浦
前
掲
（
注
27
）『
清
代
海
外
貿
易
史
の
研
究
』、
八
六
頁
。

（
31
）
諱
な
の
か
字
な
の
か
、
或
い
は
商
売
に
お
い
て
用
い
る
通
名
な

の
か
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
以
下
で
は
こ
の
「
吉

泉
」
を
長
崎
商
人
の
顔
吉
泉
と
同
一
人
物
と
想
定
す
る
わ
け
だ
が
、

長
崎
来
航
商
人
の
場
合
、
字
を
用
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
商
業
上
の

通
名
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
劉
序
楓
「
清
日
貿
易
の
洋
銅
商
に

つ
い
て

─
乾
隆
〜
咸
豊
期
の
官
商
・
民
商
を
中
心
に
」（『
九
州
大

学
東
洋
史
論
集
』
一
五
、
一
九
八
六
）
一
四
一
頁
。

（
32
）
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
徳
田
武
の
ブ
ロ
グ
「
雲
烟
過
眼
録
」
に
よ

り
知
っ
た
。

　

 https://blogs.yahoo.co.jp/bukou2007/34925167.htm
l

（
二
〇

一
七
年
一
〇
月
六
日
最
終
閲
覧
）

（
33
）
ち
な
み
に
、
小
野
湖
山
は
ア
ヘ
ン
戦
争
当
時
か
ら
中
国
事
情
に

関
心
が
あ
り
、
英
軍
の
乍
浦
占
領
に
関
す
る
情
報
を
含
む
詩
集
『
乍

浦
集
詠
』
を
も
と
に
編
集
し
た
『
乍
浦
集
詠
鈔
』
を
嘉
永
二
年
（
一

八
四
九
）
に
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
、『
海
外
新
話
』
の
作
者
で
あ

る
嶺
田
楓
江
と
も
交
際
が
あ
っ
た
。
喜
田
幾
久
夫
「
嶺
田
楓
江
と
小

野
湖
山
両
士
の
阿
片
戦
争
に
関
す
る
訳
著
親
交
に
つ
い
て
」（『
明
治

文
化
』
一
六
─
七
〜
九
、
一
九
四
三
）
参
照
。

（
34
）『
二
知
軒
詩
続
鈔
』（『
明
清
未
刊
稿
彙
編
初
輯
』
聯
経
図
書
出
版

公
司
、
一
九
七
六
）
一
四
〜
一
五
頁
、
二
四
四
頁
、
五
三
九
〜
五
四

二
頁
、
九
〇
四
〜
九
〇
五
頁
。

（
35
）『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
特
刊
第
三　

視
聴
草
』（
汲
古
書
院
、

一
九
八
四
）
四
集
之
三
、
三
八
〇
〜
三
八
二
頁
。

（
36
）
王
振
忠
「《
唐
土
門
簿
》
与
《
海
洋
往
来
活
套
》

─
佚
存
日
本

的
蘇
州
徽
商
資
料
及
相
関
問
題
研
究
」『
江
淮
論
壇
』
一
九
九
九
年

二
・
三
・
四
期
。

（
37
）
明
末
の
最
も
有
名
な
民
衆
暴
動
の
一
つ
で
あ
る
開
読
の
変
の
庶

民
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
顔
佩
韋
も
、
こ
の
一
族
の
出
身
で
あ
っ
た
。

清
代
中
期
の
顧
公
燮
の
『
丹
午
筆
記
』
六
七
に
は
「
顔
は
楓
鎮
の
巨

族
」
と
あ
り
、
ま
た
前
掲
『
呉
門
表
隠
』
巻
三
に
は
「
明
義
人
顔
佩

韋
宅
在
江
村
橋
」
と
あ
る
。

（
38
）
崇
禎
『
呉
県
志
』
巻
一
九
所
収
、
蔡
懋
徳
「
復
聖
祠
重
建
記
」

参
照
。

（
39
）
明
清
時
代
の
中
国
で
は
、
同
じ
世
代
の
族
員
の
名
前
の
一
字
を
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統
一
し
た
り
或
い
は
漢
字
の
偏
を
統
一
し
た
り
す
る
こ
と
が
一
般
的

で
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
れ
は
諱
に
つ
い
て
で
あ
り
字
や
商
名
に
つ
い

て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
顔
吉
泉
の
場
合
は
、
字
か
商
名
と
思
わ
れ

る
の
で
、
こ
の
慣
行
と
は
矛
盾
し
な
い
。

（
40
）『
乍
浦
集
詠
』
に
つ
い
て
は
、
春
名
徹
「『
乍
浦
集
詠
』
と
そ
の

影
響

─
あ
る
詩
集
の
運
命

─
」（『
調
布
日
本
文
化
』
三
、
一
九

九
三
）
に
詳
し
い
。
同
書
は
刊
行
後
直
ち
に
日
本
に
舶
載
さ
れ
、
日

本
で
も
注
目
を
集
め
た
（
本
稿
注
33
参
照
）。

（
41
）
民
国
『
呉
県
志
』
巻
六
九
上
。

（
42
）
厳
伯
雅
は
詩
文
で
高
名
で
あ
っ
た
が
、
伯
雅
の
妹
も
女
流
詩
人

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
彼
女
は
沈
仲
復
の
継
室
と
な
っ
た
の
で
、

沈
仲
復
と
厳
伯
雅
は
姻
戚
で
あ
っ
た
。

（
43
）
こ
の
「
衡
」
と
い
う
人
物
は
、
お
そ
ら
く
安
井
息
軒
（
名
は
衡
）

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
後
述
）。

（
44
）
皇
帝
や
貴
人
の
諱
な
ど
の
字
を
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と
を
は
ば
か

っ
て
、
字
画
を
意
図
的
に
省
略
す
る
こ
と
を
欠
画
と
い
う
。
こ
こ
で

は
「
関
帝
（
関
羽
）」
を
尊
崇
す
る
商
人
が
、
関
の
字
を
欠
画
に
し

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

（
45
）
前
述
（
七
四
頁
）
の
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』
の
記
述
は
、

『
夷
匪
犯
境
録
』
が
中
国
人
の
書
い
た
野
史
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
お
り
、
ま
た
注
２
所
掲
の
長
澤
規
矩
也
ら
の
『
佚
存
書
目
』
が

本
書
を
「
佚
書
」
即
ち
「
支
那
人
の
撰
述
に
係
る
図
書
に
し
て
彼
土

に
佚
し
て
我
国
に
存
す
る
も
の
」
と
す
る
の
も
、
同
様
の
認
識
に
基

づ
く
。
ま
た
増
田
渉
は
、『
夷
匪
犯
境
録
』
の
日
本
流
伝
を
弘
化
年

間
と
推
測
し
た
あ
と
で
、「
た
だ
こ
の
書
は
（
中
略
）
イ
キ
ナ
リ
定

海
県
主
へ
の
英
軍
の
降
伏
勧
告
に
始
ま
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
く
、

こ
の
前
の
部
分
が
、
ど
れ
だ
け
か
欠
落
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
」（
増
田
前
掲
〈
注
４
〉
書
、
六
九
頁
）
と
す
る
が
、

も
し
『
夷
匪
犯
境
録
』
成
立
過
程
に
関
す
る
本
稿
の
考
察
が
正
し
い

と
す
れ
ば
、
そ
の
唐
突
な
始
ま
り
方
へ
の
疑
問
は
氷
解
す
る
で
あ
ろ

う
。

（
46
）
こ
の
注
釈
本
は
、
都
立
中
央
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

森
睦
彦
前
掲
（
注
１
）
論
文
四
頁
に
言
及
が
あ
る
。
米
良
の
「
跋
」

は
都
立
中
央
図
書
館
本
に
の
み
見
ら
れ
る
。

（
47
）
頴
川
氏
は
長
崎
の
唐
通
事
家
系
の
一
つ
で
、
四
郎
八
（
一
七
九

四
〜
一
八
五
八
）
は
、
一
八
三
六
年
に
大
通
事
、
一
八
五
七
年
に
は

唐
通
事
頭
取
（
唐
通
事
の
最
高
職
）
に
ま
で
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

宮
田
安
『
唐
通
事
家
系
論
攷
』（
長
崎
文
献
社
、
一
九
七
九
）、
七
一

〜
七
三
頁
。
顔
吉
泉
ら
の
報
告
を
ま
ず
受
け
取
っ
た
の
は
彼
ら
唐
通

事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
頴
川
四
郎
八
の
手
元
に
『
夷
匪
犯

境
録
』
の
写
本
が
あ
っ
た
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。

（
48
）
島
善
高
「
史
料
翻
刻　

木
下
韡
村
日
記
」
九
─
二
（『
社
会
科
学

総
合
研
究
』
一
七
─
二
、
二
〇
一
七
）。

（
49
）
新
村
容
子
「
塩
谷
宕
陰
『
阿
芙
蓉
彙
聞
』
に
つ
い
て
」（
新
村
前

掲
〈
注
６
〉
書
、
第
九
章
）。

（
50
）
同
右
、
二
四
〇
頁
。
水
野
忠
邦
に
よ
る
ア
ヘ
ン
戦
争
情
報
収
集

に
つ
い
て
は
、
岩
下
哲
典
「
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
ペ
リ
ー
来
航
へ
」

（
同
『
幕
末
日
本
の
情
報
活
動

─
「
開
国
」
の
情
報
史

─
』
増
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補
改
訂
版
、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
八
、
補
論
）
参
照
。

（
51
）
島
善
高
「
史
料
翻
刻　

木
下
韡
村
日
記
」
九
─
一
（『
社
会
科
学

総
合
研
究
』
一
七
─
一
、
二
〇
一
六
）。

（
52
）
森
睦
彦
前
掲
（
注
１
）
論
文
、
六
頁
、
一
二
頁
。

（
53
）
こ
の
書
き
込
み
の
最
後
に
「
台
麓
樵
叟
」
と
署
名
が
あ
る
。
森

睦
彦
前
掲
（
注
１
）
論
文
、
二
一
頁
に
、
幕
末
の
阿
片
戦
争
関
係
読

物
『
海
外
余
話
』
の
校
訂
者
と
し
て
「
東
都
小
台
山
麓
樵
夫
十
日
寺

鈴
也
」
と
い
う
人
物
が
出
て
く
る
が
、
或
い
は
こ
の
人
が
「
台
麓
樵

叟
」
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
西
島
蘭
渓
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に

死
去
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く

そ
の
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
54
）
山
口
県
教
育
会
編
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
八
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
三
五
）、
一
八
四
頁
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
増
田
渉
前
掲

（
注
４
）
書
、
六
八
頁
で
言
及
し
て
い
る
。

（
55
）『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
八
巻
、
二
二
〇
頁
。

（
56
）
源
了
圓
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
『
海
国
図
志
』
の
受
容

─
佐
久
間
象
山
を
中
心
と
し
て

─
」（『
日
本
研
究
』
九
、
一
九

九
三
）
一
八
頁
。

（
57
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
近
世
史
料　

市
中
取
締
類

集
』
一
九
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
）
三
〇
九
〜
三
一
一
頁

に
よ
る
と
、
嘉
永
三
年
に
山
城
屋
佐
兵
衛
は
『
海
外
異
伝
』
と
い
う

書
物
の
出
版
許
可
を
請
願
し
て
い
る
。
こ
の
請
願
に
つ
い
て
は
、
一

年
前
に
出
版
禁
止
と
な
っ
た
『
海
外
新
話
』
と
紛
ら
わ
し
い
な
ど
の

点
で
問
題
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、「
市
中
取
締
懸
」
で
は
、「
内

容
が
元
和
・
寛
永
頃
の
話
で
、
近
年
の
清
国
と
イ
ギ
リ
ス
の
戦
争
の

話
と
は
異
な
り
、
ま
た
学
問
所
が
改
め
済
み
の
こ
と
で
も
あ
る
」
と

い
う
理
由
で
『
海
外
異
伝
』
の
出
版
を
許
可
し
た
。

（
58
）
町
泉
寿
郎
「
安
井
息
軒
宛
て
中
村
貞
太
郎
（
北
有
馬
太
郎
）
書

簡
の
翻
印
と
解
題
」（『
日
本
漢
文
学
研
究
』
一
〇
、
二
〇
一
五
）
所

収
、
安
政
四
年
九
月
一
三
日
付
書
簡
。

（
59
）
桜
任
蔵
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
常
光
『
桜
任
蔵
』（
筑
波
書
林
、
一

九
八
〇
）
を
参
照
。
彼
の
写
本
・
出
版
業
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ
る

（
同
書
五
五
〜
六
一
頁
）。

（
60
）
福
沢
諭
吉
『
福
翁
自
伝
』
に
よ
れ
ば
、
安
政
の
頃
、
写
本
は

「
書
生
の
生
活
の
種
子
」
で
あ
っ
た
が
、「
当
時
の
写
本
は
半
紙
一
枚

十
行
二
十
字
詰
で
何
文
と
い
う
相
場
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
蘭
書

の
写
本
代
は
相
当
割
高
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
福
翁
自
伝
』（
岩
波
文

庫
、
一
九
七
八
）
八
五
頁
。

（
61
）
島
善
高
「
史
料
翻
刻　

木
下
韡
村
日
記
」
八
─
三
（『
社
会
科
学

総
合
研
究
』
一
六
─
二
・
三
、
二
○
一
六
）、
弘
化
二
年
一
二
月
二

四
日
条
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
教
授
）
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【
附

表
１

】『
夷

匪
犯

境
録

』
の

諸
写

本
番

号
書

名
巻

数
冊

数
所

蔵
機

関
配

架
番

号
備

考（
蔵

書
印

な
ど

）
1

夷
匪

犯
境

録
5巻

5冊
東

大
東

洋
文

化
史

・
雑

史
・

９
７

「
愛

日
堂

」箋
2

夷
匪

犯
境

録
5巻

5冊
都

立
中

央
特

66
96

中
山

久
四

郎
旧

蔵
。「

□？
誠

斎
蔵

書
記

」印
　

3
夷

匪
犯

疆
録

4巻
ま

で
2冊

都
立

中
央

特
66

97
中

山
久

四
郎

旧
蔵

。
誤

字
多

し
。

4
夷

匪
犯

疆
録

不
分

巻
10

冊
都

立
中

央
特

66
98

中
山

久
四

郎
旧

蔵
。

5
題

名
無

一
部

の
み

1冊
都

立
中

央
特

67
00

中
山

久
四

郎
旧

蔵
。「

萩
廼

屋
記

」印
6

夷
躉

犯
境

録
5巻

5冊
都

立
中

央
22

2‐
IW

‐
18

2
市

村
文

庫
。「

菅
氏

蔵
書

」印
。

7
夷

匪
犯

疆
聞

見
録

5巻
5冊

東
洋

文
庫

E-
II-

5-1
00

2
榎

文
庫

。「
右

秘
書

就
孜

々
斎

主
人

借
写

」云
々

の
付

記
。

8
夷

匪
犯

境
録

不
定

2冊
東

洋
文

庫
II-

5-6
5、

66
目

録
に

は
2冊

を
別

本
と

し
て

著
録

。
9

夷
匪

犯
境

見
聞

録
2冊

東
大

史
料

編
纂

所
菊

池
大

麓
旧

蔵
5

未
見

。「
鍛

冶
橋

第
箕

作
氏

記
」印

。
10

夷
匪

犯
境

見
聞

録
不

定
2冊

佐
賀

県
図

鍋
2号

35
0－

1
鍋

島
文

庫
。「

鍋
島

家
蔵

」「
清

陰
所

蔵
」印

11
夷

匪
犯

境
見

聞
録

2巻
2冊

国
会

図
23

7-1
95

「
振

□？
堂

」印
 

12
夷

匪
犯

境
録

3巻
＋

3巻
6冊

静
嘉

堂
文

庫
55

函
35

架
「

中
村

敬
宇

蔵
書

之
記

」印
　

　
13

夷
匪

犯
境

録
2巻

3冊
前

田
育

徳
会

目
録

17
5頁

未
見

。
14

夷
匪

犯
境

録
5巻

2冊
関

西
大

学
ほ

・
8・

18
増

田
渉

文
庫

。
今

関
天

彭
旧

蔵
。「

誠
之

館
蔵

書
」印

。
15

夷
匪

犯
境

録
5巻

4冊
関

西
大

学
ほ

・
8・

19
増

田
渉

文
庫

。「
冥

々
洞

」印
。

末
尾

部
分

欠
落

。
16

夷
匪

犯
境

聞
見

録
不

分
巻

4冊
関

西
大

学
L2

3*
B*

19
64

-7
汲

古
影

印
本

の
原

本
。「

嘉
永

二
年

…
校

読
一

過
」

の
付

記
17

夷
匪

犯
境

録
2巻

2冊
鹿

児
島

大
学

天
89

-80
7

玉
里

文
庫（

島
津

）国
文

学
資

料
館

撮
影

ネ
ッ

ト
公

開
。

18
夷

匪
犯

境
見

聞
録

1冊
鹿

児
島

大
学

天
89

‐
80

6
玉

里
文

庫（
島

津
）同

上
。

80
7の

続
き

。
19

夷
匪

犯
境

録
5巻

5冊
西

尾
市

岩
瀬

文
庫

10
9函

80
号

「
昌

平
坂

学
問

所
」印

。
20

夷
匪

犯
境

録
　

3冊
京

都
大

学
5－

45
－

イ
ネ

ッ
ト

一
部

閲
覧

。
谷

村
文

庫
。

版
心「

先
天

堂
蔵

」。
末

尾
欠

落
。

21
夷

匪
犯

境
録

5巻
5冊

筑
波

大
学

22
2.0

6-1
‐

25
「

三
宅

氏
所

蔵
記

」「
艮

斎
」印

22
夷

匪
犯

疆
録

不
分

巻
4冊

筑
波

大
学

ヨ
64

4-6
0

「
水

埜
蔵

書
」印

23
夷

匪
犯

境
聞

見
録

不
定

5冊
早

稲
田

大
学

リ
8-5

07
6

「
石

澤
氏

蔵
書

」印
　

　
24

夷
匪

犯
境

録
不

分
巻

4冊
中

津
市

耶
馬

渓
文

庫
2-5

-2-
18

「
犯

境
録

評
注

」
を

付
す

25
夷

匪
犯

境
見

聞
録

不
分

巻
2冊

蓬
左

文
庫

74
‐

14
8

「
盛

斎
」印

（
徳

川
慶

勝
）

26
夷

匪
犯

境
録

不
分

巻
5冊

宮
内

庁
図

書
寮

26
8‐

69
手

島
惟

敏
写

。「
沼

津
藩

手
嶋

蔵
」印

　
27

夷
匪

犯
境

録
不

定
8冊

宮
内

庁
図

書
寮

21
5‐

11
9

「
徳

山
毛

利
家

蔵
書

」印
28

夷
匪

犯
境

録
5巻

5冊
東

大
法

学
部

図
乙

：
7：

17
7

蔵
書

印
等

無
し

。
29

英
匪

犯
境

録
7巻

7冊
九

州
大

学
63

0/
エ

/2
未

見
。

30
夷

匪
犯

境
録

4冊
京

都
学

・
歴

彩
館

貴
７

未
見

。「
韜

光
斎

」等
印

。
長

谷
川

延
年

蔵
本

。
31

夷
匪

犯
境

録
4巻

2冊
京

都
学

・
歴

彩
館

22
2.6

5:I
25

未
見

。
32

夷
匪

犯
境

録
不

分
巻

8冊
哈

佛
燕

京
TN

C2
86

1/
57

44
ネ

ッ
ト

閲
覧

。「
燕

京
大

学
図

書
館

」印
。

順
序

混
乱

。
33

夷
匪

犯
境

聞
見

録
不

分
巻

6冊
栄

孟
源

蔵
書

未
見

。
所

在
不

明
。

鄭
振

鐸
旧

蔵
。

約
1万

5千
字

脱
漏

。
34

夷
匪

犯
境

録
5巻

大
連

図
書

館
未

見
。

＊
書

名
に

つ
い

て
は

、
本

文
冒

頭
、

中
表

紙
、

版
心

、
題

簽
な

ど
で

異
な

る
題

名
と

な
っ

て
い

る
も

の
が

少
な

く
な

い
。

そ
の

場
合

は
、

本
文

冒
頭

の
も

の
を

優
先

し
た

。
＊

巻
数

で
「

不
定

」
と

あ
る

の
は

、
巻

数
が

途
中

ま
で

し
か

記
入

さ
れ

て
い

な
い

な
ど

の
場

合
を

指
す

。
＊

□？
は

不
明

の
字

。
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【附表２】　『夷匪犯境録』記事一覧
No 接到 発出 情報来源 内容 頁
１ 道20

6-05
２に添付 英国艦隊司令官伯麦（Bremer）等の定海知県宛

書簡。投降を促す。
138

２ 6-13 江督伊・蘇撫裕会
札各属

英船の定海来襲を通知、江蘇沿海各県に防衛を
指令。

139

３ 6-06 浙撫烏上奏 英船の定海来襲及び防衛状況につき報告。 143
４ 聞 6月11日定海失守、知県姚廷祥戦死。 146
５ 定海知県姚 6月2日英船来襲につき、提督に報告。 147
６ 6-18 乍浦来信 清軍の反攻により、英船が天津方面に逃亡。 148
７ 6-21 乍浦漁船情報 夷船が鎮海口に集合。漢奸逮捕。 148
８ 江督伊・蘇撫裕上

奏
浙江の状況、及び伊里布の呉淞での視察報告な
ど。

149

９ 聞 6月18日夷人の鎮海上陸 152
10 聞 定海陥落の詳細情報 152
11 6-13 浙撫烏・提督祝奏 英船の鎮海来襲報告及び防衛体制について 153
12 鎮海移平湖県 漢奸の逮捕、英船関連の供述を報告。 156
13 署嘉興府于等禀 乍浦の防衛体制。脚夫を雇用して郷勇とする提案。 158
14 6月24日乍浦における英船との戦闘の情報 161
15 6-23 江督伊出示 郷勇の召募について 162
16 7-05 乍浦路春山信 乍浦の防衛体制 162
17 7-05 6-26 江督伊宛字寄上諭 水師の鎮海への派遣について。11への対応。 163
18 7-08 閩報 総督鄧廷楨の沿海巡察について 163
19 鎮海行館宛上諭 定海県失守に関連する処罰。11への対応。 164
20 6-20 夷人逆書 Bremer等から浙撫宛。出兵を通告。 165
21 閩督鄧上奏 5月初頭までの福建の状況（朱批あり） 166
22 閩督鄧報告 7月6日夷船の厦門侵入。 171
23  7-17 上諭 各督撫に防備強化を命令。 171
24 聞 夷船の宝山県侵入 172
25 署江督裕移文 宝山県宛？夷船に対する防備について 172
26 武官袁兆魁等 定海の夷情報告
27 粤督林上奏 査辦夷務情形。アヘン問題の大局を論ず。 174
28 7-07 字寄上諭 伊里布を欽差大臣として浙江派遣。 179
29 浙江夷匪口供 広東商人による英国情報 179
30 伊里布咨会 陳文述「江蘇防夷管見四条」附抄伝浙人無名氏所

賦定海失陥詩十二首
183

31 東撫托上奏 山東夷船状況 189
32 7-27 寧紹台道桂自縊遺

書
軍需による財政難を悲観して自殺 190

33 8-08 接信 英領十臘国より上海に帰帆した船による情報。 191
34 乍浦商船情報 厦門で夷船との間に小戦闘 192
35 上諭 厦門での戦闘につき、褒賞 192
36 7-27 7-18 伊・裕宛字寄上諭 沿海の防備について。 193
37 署江督裕上奏 宝山県視察の状況。提督陳化成の尽力について 195
38 杭嘉湖道禀 沿海の防衛について 199
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39 署嘉興府于 乍浦などの防衛について 200
40 太倉州禀 8月16日夷人の上陸略奪 203
41 通州禀 漢奸の供述。夷人との合図について。 203
42 8-18 宝山県禀 夷船に略奪された商人の証言 205
43 署江督裕奏 武官の定海偵察情報。 210
44 松江無名氏 松江文士の作成した「禦夷論」 211
45 夷人第三道札 督撫宛。 213
46 粤東幕友条説 粤東幕友（姓名不詳）の「平英条説」。 214
47 太倉州・劉河営奏 8月17日、夷匪の上陸略奪 217
48 署督憲札 8月30日、夷匪の崇明上陸略奪 218
49 8-28 8-22 字寄上諭 沿岸地域の督撫宛。停戦和平策への転換。 220
50 8-23 上諭 沿海の治安維持。地方官・書吏の藉端滋事を禁

止。
51 定海県教諭ら公呈 逆夷による略奪、及び納税強制。 222
52 9-25 英国将帥伯麦咨会 Bremerより浙江巡撫・提督宛。捕縛された武

官安突徳（Anstruther）らの釈放を要求。
229

53 浙撫烏・提督祝覆文 52に対する返事。英軍が撤退すれば返還。 229
54 9-08 上諭 林則徐・鄧廷楨革職 231
55 上諭 林則徐・鄧廷楨厳加議処 231
56 10-13 上海信 宝山沖に夷船出現 232
57 10-28 上諭 鄧廷楨の軍備増強を叱責。軍費節約を命令。 233
58 林則徐上奏 アヘンの害を論じて54等に対し弁明。 233
59 11-12 署粤督怡上奏 帰営中に座礁した兵船に対する夷船の攻撃。 239
60 閩督鄧上奏 福建の軍費について。 244
61 11-04 聞 夷船の鎮海侵入。定海での夷人の築城など 246
62 11-06 浙撫劉上奏 定海の夷情。砲台の建設や民の収奪など。 246
63 10-23 鎮海民人宋藩呈 撤兵に対する反対意見 252
64 鎮民民人掲帖 夷船の増加。撤兵に対する反対意見。 254
65 10-08 英夷告示 定海県民に英軍への協力を指令 255
66 道21

1-11
上諭 奕山の随員及び賞賜物件について 257

67 道20
12-14

上諭 英夷に対する防御を固めることを沿海各地に指
令

259

68 道21
1-04

林則徐家信 琦善批判。軍備の必要性 259

69 1-25 上諭 英夷の侵攻。琦善批判 266
70 2-05 上諭 伊里布の消極性を叱責。裕謙に英夷掃討を命ず

る。
267

71 2-06 上諭 英軍の香港占拠等に関し琦善を革職処罰。 268
72 2-09 上諭 琦善の家産没収
73 2-14 上諭 伊里布の革職留任 270
74 2-27 欽差大臣裕咨 琦善批判。浙江の軍備には問題なし。 271
75 刑部左侍郎黄爵滋

奏
沿海の軍備増強策 274

76 太倉知州黄禀 定海視察報告。善後策 279
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77 参賛大臣楊奏 広東での戦闘 281
78 3-11 上諭 77に対して楊芳らに恩賞 284
79 粤撫怡咨 広東での英軍の攻勢。関天培の陣亡 288
80 3-23 広東情報 広東での勝利 289
81 3-22 広東信 広東の情勢は清軍に有利 289
82 伝報 浙江青田県で怪獣が出現（図入り） 291
83 四年前、河南汲県で諸葛亮関係の石碑出現 292
84 R3-19 R3-13 字寄上諭 伊里布を北京に招喚。裕謙を両江総督とする。 293 
85 3-17 奕山・隆文奏 広州への途中に訪聞した広州の軍事状況 294
86 R3-21 上諭 楊芳・怡良の観望していることを叱責。厳加議

処。
297

87 4-09 伝説 林則徐らの失脚は洋商伍姓の陰謀。 297
88 5月 抄報 琦善の罪状15条 298
89 5-08 粤督祁来函 院署接広東総督祁来函。広州での通商問題。 302
90 5-09 同上 広東情勢の不利。漢奸の活動、規律の乱れ。 302
91 4-24 広東糧道禀 広州での勝利 304
92 4-26 裕星使咨会 4月2日、広州での勝利 304
93 4-24 奕山等奏 義勇・団練による夷匪・漢奸の捜捕 305
94 上諭 広東軍規の弛緩。関係者の処罰。 308
95 聞 広東での湖南兵による略奪・内訌。郷勇の活躍。 309
96 広州の無名氏による風刺詩 313
97 4-07 粤督・粤撫告示 城廂内の民心の安定 317
98 4-07 広州知府告示 食糧売買の再開許可 317
99 4月 奕山等告示 官兵・兵勇などの藉端滋擾の禁止。 318
100 4月 広東商民啓 湖南兵による略奪行為を訴える
101 4月 粤民示諭英夷 以下３件4月初の三元里の反英運動に関連。 321
102 広東三元里居民

示諭英夷
322

103 粤民檄英夷文 323
104 6-13 上諭 外夷との貿易の再開の許可。 330
105 6-20 粤督咨会 江蘇巡撫宛。英夷が浙江一帯に赴くとの風聞。 330
106 上諭 6月3日、粤秀山観音大士が表した霊験。 331
107 上諭 官兵の広東からの撤収について 331
108 上諭 軍糧調達関係の地方官の帰任について 332
109 上諭 伊里布の処分について 332
110 奕山上奏 対英戦闘における粤秀山観音の霊験（106） 333
111 7-25 閩撫信文 厦門失守の状況。濮鼎査（Pottinger）の着任。 334
112 8-12 蘇撫梁札 英軍の鎮海などへの侵入。乍浦・上海の警戒 337
113 7-29 裕謙咨 穿山への英軍の侵入。 337
114 裕謙奏 8月17日の定海失陥 338
115 蘇撫梁札 8-23受領の浙撫の定海失陥報告を転送 343
116 鎮海営 定海失陥状況。 344
117 8-02 聞 蘇州での情報。鎮海は既に失陥し寧波も危険。 345
118 8-04 裕謙の霊柩が北京移送の途中蘇州に到着。 345
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119 浙撫劉摺 鎮海失陥を報告。郷勇招募の状況。 345
120 9月初 聞 8月内に鎮海及び寧波失陥の報を聞く。 350
121 9-23 杭州信 逆匪が杭州侵攻を企図しているとの情報。 350
122 9-8 字寄上諭 定海失陥に際し投水自殺した裕謙に対する恤

典。
351

123 上諭 関係各官に対して新任務を指示。 351
124 上諭 台湾での戦勝に対し恩賞 356
125 11-20 聞 浙江余姚県失守。 358
126 8月 福建総兵奏 台湾での戦勝報告（124は126への返答） 358
127 11月 都察院審訊 山東民人が提出した陣図について 363
128 12-20 乍浦目撃情報 乍浦に夷船が進入。 364
129 12月 上諭 軍務関係 365
130 上諭 軍規の引き締め、賞罰の厳格化 366
131 上諭 捐納者の実職補用について 367
132 道22

正月
上諭 余姚代理知県の林朝聘が自ら夷船に赴き説得し

て出港させたことを称揚。
368

133 2-30 浙江報文 定海に新たに夷船が集結。 368
134 2月 蘇撫程咨 浙江沿岸の夷船情報。警戒を命ず。 369
135 2月 上諭 伊里布・耆英ら宛、軍務関係指令。 369
136 上諭 奕経宛、捕縛した漢奸の供述について 372
137 乍浦情報 4月9日に乍浦城は失陥。 372
138 4-10 金山県禀 夷船の接近と砲撃 372
139 4-13 浙撫劉咨 夷船の内河進入。 373
140 4-17 乍浦糖行 乍浦陥落時の目撃情報。 374
141 4-17 乍浦皮貨店 乍浦における夷人の略奪。 375
142 金山県報 乍浦での戦闘と英軍による略奪・暴行 375
143 乍浦情報 乍浦の夷人が住民に妻女の供出を強制。 376
144 4-21 慈渓県禀 鎮海の夷人が漁船より通行料を徴収。 377
145 4-21 嘉興府諸県禀 夷船情報 377
146 聞 伊中堂が微服で乍浦に赴き講和を行ったとの

説。
377

147 浙撫劉奏 慈渓での敗戦。 377
148 4-25 金山県禀 夷人の乍浦退出 387
149 4-24 乍浦機房の信 乍浦失陥の状況。 388
150 上諭 鎮海生員王師真の火船戦術による勝利を称揚。 390
151 奕経等奏 浙江の軍事状況。鎮海勝利の報。 391
152 上諭 鄭鼎臣の火船戦術による定海での勝利を嘉す

る。
399

153 5月 太倉州禀など 夷船の呉淞進入、宝山県失守。 401
154 （蘇撫程）咨 浙江方面の兵を蘇州に移動させるルート 401
155 3月 上諭 台湾での勝利を嘉する。 403
156 5月中旬、上海失守による蘇州の恐慌状況。 404
157 上諭 浙江方面における清軍の優勢 407
158 嘉定県禀 英軍占領下の宝山・上海の状況に関する報告。 408



109　　『夷匪犯境録』の形成と流伝

159 巡撫牛鑑奏 5月8日、呉淞口での敗戦、陳化成の戦死。 409
160 奕経奏 3月、定海で鄭鼎臣の火船戦術により勝利。 412
161 5-12 嘉定県禀 松江・上海・宝山などの夷船は退出 418
162 5-19 浙撫劉咨 定海県の夷情 418
163 5-20 下人金宝嘉 蕩口の実家で得た福山での戦闘情報 419
164 4月 上諭 定海勝利情報の真偽をめぐって 419
165 上諭 陳化成に対する恤典 420
166 伊里布札 英軍に対し、停戦を求める。 421
167 伊里布札 牛鑑宛。対英和議につき再度商議の可否。 422
168 5-22 嘉定県等禀 夷船の動向 422
169 浙撫劉札 5月19日、平湖県から転送。夷船情報。 423
170 乍浦の夷人による婦女の拉致・強姦・虐待 423
171 上諭 乍浦失陥につき、奕経らを厳加議処 424
172 5-26 耆英等奏 江南防衛について 424
173 4月24日の北京の地震など。 427
174 4月 上諭 浙江提督余歩雲の処罰。 427
175 5月23日以降、蘇州府農村での暴動。 429
176 5-29 逆夷告示 宝山県。百姓を安撫。 430
177 5月 上諭 戦争の経過を概述、奮励を求める。 430
178 5月 上諭 定海での勝利に対する褒賞 434
179 5月 上諭 戦死者への恤典について 435
180 5-26 上諭 弁兵の移駐について。 436
181 5-20 英夷の告示 上海県。上海からの撤退に際し、贖銀を要求。 437
182 6-08 耆英等奏 江南防衛の困難について 438
183 京口副都統咨 6月8日、京口江面に夷船が出現。 442
184 江陰県禀 夷人の上陸。 443
185 鎮江府禀 6月8日、夷船の出現。 444
186 6-12 蘇撫程札 鎮江府宛。丹徒県で知県や書役が逃亡した件。 445
187 6-11 蘇撫程奏 夷船の長江進入状況と防衛施策など。 447
188 奕山奏 広東先逃弁兵の件。朱批あり。 450
189 奕山奏 広東漢奸逮捕の件。朱批あり。 451
190 6-14 聞 夷船が鎮江周辺に出没。 451
191 6-19 牛鑑奏 鎮江失守の状況。夷人との交渉。 451
192 6-17 蘇撫程奏 鎮江失陥状況。 453
193 海口夷船張帖 安南国唐加封の名で戦争の由来を記す。 457
194 鎮江府禀 鎮江府失陥状況。 460
195 丹徒県禀 夷人による城内での拉致略奪 462
196 丹徒県銭禀 英軍の占領状況 463
197 提督陳化成陣亡小伝 464
198 蘇松太道巫禀 江蘇巡撫宛。フランス船からの書簡。 467
199 6月 上諭 天津に派遣したチャハル兵への恩賞。 472
200 伝信 講和交渉における逆夷の条件について 472
201 7-16 南京 講和の成立 472
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202 7-17 浙江 奕経が兵を率いて南京付近で防備 473
203 7-15 江蘇布政使示 捐輸者に対する褒賞 474
204 7-24 聞 議和の摺は批准されなかったとの噂 474
205 江寧来信 和議の説は22日に批准を奉到した。 474
206 7-29 伝聞 フランス人が和議交渉に参与 474
207 7-09 耆英等奏 講和が戦争より望ましいことを主張。 475
208 上海道啓 贖銀の調達について 477
209 7-17 上海道禀復 上海での贖銀調達。 478
210 7-19 7-13 字寄上諭 開港地から福州は除くべし。 479
211 8-02 儀徴県禀 夷船の退去状況。合同議単の作成。 481
212 合同議約（南京条約） 481
213 7月 上諭 海齢に対する恤典と建祠。 487
214 8-16 奏 行商を廃止した場合の善後策。作者不明。 488
215 11月 上諭 奕山、奕経らの処罰について 488
＊日付の「R」は、閏月を表す。
＊「頁」欄は、汲古書院の『和刻本明清資料集２』所収抄本『夷匪犯境聞見録』の頁数である。


